
改iE点をめぐる治問綴(棚村)

改
正
点
を
め

i
i
宗
教
法
人
の
自
律
性
と
行
政

議1

事事す
季五叫
mJJ;礼

大

f害行

は
じ
め
に

戦
後
の
宗
教
政
策
と
宗
教
法
人
法
制

の
理
論
的
実
際
的
根
拠
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間

お
わ
り
に

iま

め

じ

オ
ウ
ム
真
理
教
の
衝
撃
的
事
件
か
ら
一
か
月
ほ
ど
後
の
平
成
七
年
四
月
二
五
日
、
宗
教
法
人
審
議
会
が
関
か
れ
、
当
時
の
文
部
大
隠

て、 か
ら
審
議
会
に
対
し
て
、
宗
教
法
人
制
度
の
抜
本
的
検
討
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
宗
教
法
人
審
議
会
は
、
特
別
委
員
会
を
設
置
し

の
飾
郡
撚
現
令
す
る
と
と
も
に
、
会
問
的
、
な
接
関
慨
を
す
る
ま
域
宗
教
法
人
の
所
轄
庁
の
在
り
方
、
認
証
後
の
法
人
の
活
動
状
況

の
把
媛
、

議
会
に
よ
る
「
宗
教
法
人
制
度
の
改
正
に
つ
い

O 
R 

の
…
…
…
点
を
中
心
に
集
中
的
な
検
討
会
議
ね
た
。
そ
の
結
来
、
四
例
年
九
月
一
一
九
日
に
は
、
宗
教
法
人
審

と
しミ

こ
の
報
告
の
趣
旨
に
そ
っ
て
、
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一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
開
法
案
は
、

(1) 

決
さ
れ
、
参
議
院
で
も
一
一
一
月
八
司
に
賛
成
多
数
で
可
決
成
立
し
た
。

月
二
二
日
に
衆
議
院
本
会
議
で

七
日
に
三
一
小
教
法
人
法
の

平
成
七
年
一

一
月
に

μ

成
立
し
た
「
宗
教
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
(
平
成
七
年
法
律
第
一
一
一
一
四
号
〉
は
、
①
複
数
の
都
道

府
県
で
活
動
す
る
広
域
宗
教
法
人
の
所
轄
庁
を
文
部
大
田
に
改
め
る
、
①
摂
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
に
財
務
会
計
書
類
等
の
関
覧
請

求
を
認
め
る
、
参
所
轄
庁
に
対
し
て

定
規
模
の
宗
教
法
人
は
役
鼠
名
簿
や
財
務
書
類
等
を
毎
年
提
出
す
る
、
岳
盗
事
業
停
止
受
明
、

認
証
取
柄
、
解
散
命
令
の
対
象
と
な
る
疑
い
が
あ
る
場
合
、
所
轄
庁
は
報
告
を
求
め
た
り
費
簡
が
で
き
る
も
の
と
す
る
、
金
宗
教
法
人

の
委
員
数
を

。
人
以
上
二

C
人
以
内
と
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
。

宗
教
法
人
法
が
成
立
し
た
の
は
昭
和
二
六
年
で
あ
り
、
内
容
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
じ
つ
に
四
十
四
年
ぶ
り
の
法
改
正
と
な
っ
た
。

宗
教
法
人
法
の
改
正
に
対
し
て
は
、
宗
教
界
や
宗
教
関
係
者
を
中
心
に
、
間
関
家
に
よ
る
監
督
統
制
を
強
め
る
一
-
も
の
で
戦
前
に
逆
戻
り
す

-28-

る
と
か
、
宗
教
法
人
法
の
基
本
的
性
絡
や
目
的
を
変
更
す
る
も
の
だ
と
の
菰
烈
な
反
対
が
あ
り
、
現
裂
で
も
宗
教
関
係
者
の
匙
機
感
は

強
い
。
し
か
し
、
今
闘
の
宗
教
法
人
法
の

部
改
正
が
、
憲
法
一
一

O
条
の
~
信
教
の
自
由
や
政
教
分
離
原
則
に
議
触
す
る
か
ど
う
か
は
、

改
正
の
動
機
や
改
正
手
続
の
進
め
方
よ
り
、
む
し
ろ
、
改
正
内
容
と
改
正
法
の
運
用
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
削
減
告
で

は
、
宗
教
法
人
の
自
律
性
と
行
政
の
寅
経
と
い
う
基
本
視
角
か
ら
、
ま
ず
、
は
じ
め
に
宗
教
法
人
法
の
基
本
構
議
や
性
格
を
考
察
し
、

つ
い
で
、
今
回
の
主
要
な
改
正
点
で
あ
る
広
域
法
人
の
所
轄
庁
の
変
更
、
所
撚
庁
へ
の
財
務
書
類
等
の
提
出
、
所
轄
庁
の
疑
問
権
と
行

政
の
賞
任
、
信
者
ら
へ
の
情
報
開
示
と
宗
教
法
人
の
自
律
性
に
つ
い
て
現
論
的
信
別
的
な
検
討
を
行
い
、
最
後
に
、
公
的
介
入
の
排
徐

と
他
律
的
規
制
制
屈
避
の
た
め
の
セ
ル
フ
・
コ
ン
ト
ロ

i
ル
と
し
て
宗
教
法
人
審
議
会
や
宗
教
情
報
セ
ン
タ

i
構
想
等
に
期
間
し

の

し
て
、
改
正
法
の
適
正
な
運
用
と
宗
教
法
人
法
制
の
今
後
へ
の
叩
き
台
に
し
た
い
と
患
、

1



(lv

探
究
包
「
宗
教
法
人
法
改
応
の
概
要
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
閲
九
巻
隠
号
密
夏
以
下
二
九
九
六
年
〉
、
高
松
呉
縫
「
祭
一
教
法
人
法
の
一
部
改
正
」
録
的
w
法
令

大
島
内
ふ
ハ
帯
間
以
下
(
一
九
九
六
年
可
制
標
本
被
宏
一
宗
教
法
人
仲
間
の
改
正
」
立
法
と
調
査
一
九
“
…
努
際
糞
(
一
九
九
六
年
〉
、
文
化
庁
文
化
祭
宗
務
諜
内
申
市
教
法
人
研

究
会
内
Q
&
A改
正
宗
教
法
人
法
」
…
…
災
以
下
三
九
九
七
年
〉
等
参
照
a

(2)

た
と
え
ば
、
械
的
経
論
と
し
て
は
小
林
家
糊
二
玄
税
法
人
持
誌
は
改
変
す
べ
き
か
否
か
」
口
丹
羽
凶
作
立
教
一
…
笈
八
号
四
八
頁
以
下
二
九
九
笈
お
や
)
、
笹
川
紀
酷
耕
一
祭
淡
の

構
造
と
宗
教
法
人
淡
叫
改
正
」
案
の
問
題
点
い
瀬
一
九
九
五
年
一
二
月
号
八
人
災
以
下
、
安
武
敏
夫
京
柄
数
淡
人
法
の
改
正
は
本
当
に
必
裟
な
の
か
」
完
封
け
位
戦

一
九
九
五
年
…

o
m今
大
一
一
一
員
、
平
野
武
「
鷹
郡
山
必
と
然
教
法
人
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
コ

υ八
一
回
ザ
七
頁
以
下
三
九
九
五
年
)
等
参
照
。

端
情
相
樫
論
と
し
て
、
大
石
附
隣
友
ホ
一
粘
膜
図
体
と
宗
教
法
人
制
度
」
ジ
コ
リ
ス
ト
一

O
八
一
同
サ
一
一
資
(
一
九
九
五
年
て
北
野
弘
久
「
宗
教
持
法
人
持
棋
の
改
正
問
題
の
論

点
い
沖
慌
時
十
セ
ミ
ナ
ー
四
九
州
問
問
ぢ
問
問
中
ハ
一
隠
さ
九
九
六
年
行
機
約
後
行
「
宗
教
法
人
法
改
正
へ
の
後
点
」
法
律
時
報
六
八
滋
二
世
ソ
ニ
頁
以
下
士
九
九
六
年
)
、
紀

藤
正
樹
ぷ
ボ
一
教
法
人
法
の
改
正
と
そ
の
潮
岬
類
」
訟
と
民
主
、
業
毅

Z
O一
一
一
号
二
九
頁
三
九
九
笈
和
十
〉
絡
。

な
お
、
家
教
法
人
法
の
改
正
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
論
議
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
輸
附
…
一
東
京
弁
護
士
会
摘
出
資
寝
間
脳
相
対
策
委
員
会
編
立
織
品
中
・
然一

教
法
人
法
改
ぶ
』
〈
緑
風
出
版
・
一
九
九
五
年
〉
、
井
上
脳
畑
孝
編
吋
宗
教
決
人
淡
は
ど
こ
が
問
題
か
』
(
押
弘
文
俊
一
-
一
九
九
六
年
〉
参
照
。

戦
後
の
宗
教
政
策
と
宗
教
法
人
法

1 

戦
前
の
宗
教
政
策
と
宗
教
法
人
法
制

改iE点をめくる諸問題(機付)

'
明
治
初
年
か
ら
、
政
府
は
、
治
安
対
策
、
開
策
遂
行
に
至
言
宗
教
の
保
護
育
成
、

た
。
明
治
ニ
二
年
の
大
日
本
常
習
憲
法
で
の
い
信
教
の
告
白
の
保
障
は
、
き
わ
め
て
不
十
分
な
も
の
で
、
「
神
社
は

の
掌
握
、

統
制
料
を
強
め
て
い
っ

に
あ
ら
ず
」
と

しミ

の
も
と
に
、
実
際
に
は
神
社
神
道
が
調
教
北
仁
、
そ
れ
以
外
は
厳
し
い
統
制
帆
と
弾
圧
を
受
け
た
。
昭
和

開
お
や
に
成
立
し
た

宗
教
団
体
法
〈
ぉ

八
か
条
)
は
、
持
議
教
派
、
仏
教
宗
派
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
ほ
か
の
教
団
お
よ
び
こ
れ
ら
に
怠
話
さ
れ
る
寺
院
、
教

会
を
宗
教
援
体
と
し
〈
問

4

条
)
、
非
合
認
の
類
似
宗
教
は
宗
教
結
社
と
な
り
う
る
と
し
た
(
二
三
条
等
づ
宗
教
屈
体
の
設
立
に
つ
き
、

五

29-
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文
部
大
距
ま
た
は
地
方
長
官
の
認
可
を
必
要
と
す
る
認
可
主
義
を
と
り
(
三
条
、
六
条
)
、
文
部
大
臣
に
は
監
督
調
資
格
、
認
可
取
消
、

話
動
の
制
線
停
止
、
機
関
の
解
任
権
な
ど
き
わ
め
て
強
大
な
監
督
統
制
権
が
付
与
き
れ
た
(
一
六
条
、

一
七
条
、

一
八
条
等
)
G

戦
前
・
戦
中
の
宗
教
団
体
法
は
、
国
家
に
よ
る
管
理
統
制
色
が
つ
よ
い
宗
教
監
督
監
視
法
で
あ
り
、
治
安
維
持
法
や
不
敬
罪
と
い
う

(
4
)
 

剤
事
法
で
宗
教
は
威
嚇
き
れ
弾
圧
き
れ
た
。

2 

戦
後
の
宗
教
法
制
と
宗
教
法
人
法
の
制
定

mm
和
二

C
年
八
月
の
敗
戦
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
わ
が
闘
の
宗
教
法
艇
と
出
家

ボ
ツ

ダ
ム
宣
言
は
、
言
論
、
宗
教
、
思
想
の
自
由
の
擁
立
と
恭
本
的
人
権

(
G
H
Q
)
は
、
昭
和

4

一。

年
一
己
完
関
口
に
、
人
権
指
令
を
出
し
て
宗
教
の
自
闘
を
制
限
す
る
法
律
等
の
効
か
を
停
止
し
、

持

五
日
の
神
道
指
令
マ
は
、

神
社
衿
道
と
毘
家
と
の
完
全
分
離
、
同
教
的
地
位
を
廃
止
す
る
w

月
二
八
日
に
、
い

30 

わ
ゆ
る
ポ
ツ
ダ
ム
勅
令
と
し
て
、
宗
教
団
体
の
財

A

緩

(
わ
ず
か

八
か
条
)
が
制
定

さ
れ
た
。
こ
の
宗
教
法
人
令
で
は
、
宗
教
法
人

〆¥

グ}

で
よ
い
と
す
る
準
剃
主
義
を
採
揺
し

の
た
め

(
問
問
七
条
て
驚
督
や
指
導
の
規
定
は
殆
ど
お
か
な
か
っ
た
ο

こ
の
た
め
、
宗
教
法
人
令
の
も
と
で
た
く
さ
ん
の
宗
教
法
人
が
簡
単
に
設

立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

.
教
に
ル
ぃ

0
0
を
紛
え
た
て
税
法
上
の
優
遇
措
鐙
を
自
主
て
と
す
る
達
し
げ
な

関
体
が
乱
立
す
る
と
い

こ
っ
た
(
た
と
え
ば
、
「
生
活
即
宗
教
」
を
掲
げ
る
嘉
道
語
教
の
教
祖
木
船
培
養
は
、
題
け
出
だ

け

般
樹
脂
な
ど
に
「
教
問
傘
下
の
宗
教
法
人
に
な
れ
ば
税
金
が
た
だ
に
な
る
」
と
動

て
教
勢
そ
拡
大
し
、

「
信
徒
共
同
美
容
院
」
「
信
徒
共
同
衣
類
売
買
部
」
な
ど
と
宗
教
法
人
の
看
板
を
掲

げ
た
践
活
の
脱
税
が
問
問
題
北
し
た
。
こ
の
ほ
か
日
本
観
音
教
脱
税
事
件
、
霊
友
会
金
塊
隠
匿
事
件
・
税
税
事
件
、
世
界
救
世
教
説
税
事

件
な
ど
宗
教
界
で
の
不
祥
事
も
続



ま
た
、
税
括
京
教
富
体
の
ほ
か

の
宗
教
法
人
が
認
め
ら
れ
、
分
援
や
宗
派
離
脱
の
問
題
や
内
部
運
営
を
め
ぐ
る
係
争
事
件
も

数
多
く
起
こ
り
、
宗
教
界
は
現
乱
を
招
い
た
。
そ
の
結
巣
、
か
え
っ
て
包
括
部
体
を
中
心
に
規
制
令
求
め
る
声
が
強
く
な
っ
た
(
結
果

的
に
、
分
掠
独
立
の
問
題
に
対
し
て
は
、
通
常
の
規
制
変
更
手
続
に
公
皆
、
当
該
呈
話
器
体
へ
の
通
知
を
要
求
す
る
競
剰
に
落
ち
着
い

た、

一
六
条
三
項
〉
。

そ
こ
で
、
腕
昭
和
二
六
年
に
、
宗
教
法
人
令
の
不
備
を
補
う
宗
教
法
人
法
(
八
九
条
〉
が
制
定
さ
れ
た
。
間
法
は
、
宗
教
屈
体
に
訣
隷

上
の
能
力
を
与
え
、
宗
教
法
人
の
自
律
性
、
自
主
牲
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
そ
の
賞
授
と
公
共
性
を
も
議
視
し

て
、
宗
教
法
人
の
管
理
運
営
と
い
う
世
俗
的
事
項
に
関
す
る

定
の
権
限
と
質
経
を
罷
及
び
都
道
府
県
に
認
め
た
。
ぞ
の
結
果
、
宗
教

法
人
の
設
立
、
規
則
の
変
更
等
で
認
証
制
震
を
と
り
、
宗
教
法
人
の
管
理
運
営
面
で
も
由
民
主
性
に
委
ね
な
が
ら
、
震
任
役
員
削
制
度
と
公

告
制
度
を
設
け
て
奨
金
性
、
公
共
性
を
確
保
し
、
併
せ
て
、
宗
教
法
人
審
議
会
を
設
置
し
て
宗
教
行
政
の
事
前
チ
ェ
ッ
ク
や
公
正
安
担

〈

G
)

保
す
る
役
割
を
負
わ
せ
る
と
い
う
現
行
法
の
基
本
構
造
が
成
立
し
た
。

-31 

た
と
え
ば
、
宗
教
法
人
法
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
第
三
次
吉
田
内
鰭
の
天
野
支
給
文
部
大
臣
の
様
案
理
由
要
旨
「
悶
令
は
、

現
下
宗
教
界
の
笑
情
に
照
ら
し
ま
た
過
去
五
年
有
余
の
笑
踏
の
あ
と
を
顧
み
ま
し
た
と
き
、
不
循
の
お
…
も
少
な
く
な
く
、
地
方
に
お
き

改正点をめぐる給問題(綴村}

ま
し
て
、
留
教
の
吉
自
の
基
盤
の
上
に
立
つ
新
た
な
ん
泳
教
法
人
制
度
の
確
立
が
多
方
面
か
ら
要
議
さ
れ
る
実
情
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま

こ
の
法
律
の
目
的
と
い
た
し
ま
す
曹
と
こ
ろ
は
、
宗
教
毘
体
に
法
人
格
を
与
え
、
宗
教
法
人
が
自
由
で
、
か
っ
自
主
的
な
活
動
を
す
る
た

め
の
物
的
義
磁
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
た
め
に
は
、
あ
く
ま
で
も
信
教
の
自
治
と
政
教
分
離
の
原
則
的
を
甘
潜
水
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
ぞ
れ
と
と
も
に
、
議
教
法
人
の
責
荘
を
明
確
に
し
、
か
っ
そ
の
公
共
牲
に
配
慮
を
払
う
こ
と
も
ま

(7) 

た
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
」
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戦
後
の
宗
教
行
政
も
、
徹
底
し
た
行
政
の
排
除
、
規
制
綾
和
政
策
か
ら
、
宗
教
法
人
法
の
基
本
瑚
念
を
実
現
し
、
宗
教
務
体
の
告
律

性
援
助
の
た
め
、

の
適
正
化
へ
の
指
導
助
言
機
能
な
ど
積
極
的
な
設
載
と
責
任
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た

G

し
た
が
っ
て
、

宗
務
行
政
は
、
法
人
設
立
の
際
の
規
殿
、
規
則
の
変
更
、
合
併
、
解
散
等
の
認
証
事
務
処
理
機
能
を
中
心
に
、
宗
教
法
人
の
適
正
な
運

営
が
は
か
ら
れ
る
た
め
の
指
導
動
議
機
能
、
宗
教
に
関
す
る
情
報
資
料
の
収
集
提
供
機
能
、
統
計
的
機
能
等
の
サ

i
ピ
ス
が
内
容
と
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
宗
教
法
人
法
上
付
託
さ
れ
た
権
限
と
餐
経
令
来
た
す
べ
く
、

〈

6
0
)

な
監
禁
機
能
も
含
む
も
の
と
解
さ
れ
る
。

の
適
正
化
に
関
す
る
指
導
助
言
、
線
定
的

3 

宗
教
法
人
法
の
蒸
本
理
念
と
基
本
構
造

宗
教
法
人
法
は
、
宗
教
自
体
が
財
緩
を
所
有
し
た
り
、

で
き
る
よ
う
に
法
律
上
の
能
力
を
与
え
る
こ
と
を
民
的
と
し

条
一
項
)
、
憲
法
で
保
勝
博
さ
れ
た
信
教
の
ム
忠
商
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
法
律
の
い
か
な
る
規
定
も
教
義
を
ひ
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ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、

の
一
行
為
を
行
う
こ
と
を
制
制
限
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
な
ら
な
い
と
の
注
意
的
規
定
令
お
く
(
一

条
-
一
項
)
。

そ
し
て
、
宗
教
法
人
法
は
、
宗
教
団
体
の
宗
教
活
動
の
自
由
を
最
大
限
に
保
葎
す
る
た
め
、
行
政
の
介
入
会
必
婆
最
小
限
の
も
の
に

限
り
、
宗
教
法
人
の
自
主
的
運
営
、
自
律
性
会
}
尊
議
し
た
。
た
と
え
ば
、
宗
教
法
人
の
管
理
運
震
に
つ
い
て
は
、
そ
の
民
主
性
全
共
性

を
確
保
す
べ
く
、
資
託
設
員
を
…
二
名
以
上
お
き
そ
の
う
ち
の

人
を
代
表
投
員
に
す
る
よ
う
規
定
し
(

J¥ 
条

項
)
、
我
表
役
員
及

び
繋
荘
投
員
に
法
人
の
業
務
執
仔
、
事
務
決
定
携
を
与
え
た
。
こ
れ
以
外
の
役
員
の
資
格
・
任
免
、
評
議
員
会
や
総
代
会
、
監
事
会
ど

の
独
自
の
機
関
の
設
置
、
防
滋
処
分
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
特
性
、
伝
統
、
慣
行
な
ど
に
し
た
が
い
、
{
己
主

的
に
規
制
射
を
設
け
て
自
由
な
規
律
に
委
ね
た
。
ま
た
、
防
藤
管
理
上
の
重
要
行
為
ゃ
ん
口
併
、
解
散
等
の
宗
教
法
人
の
重
要
事
項
に
関
し

て
は
、
あ
ら
か
じ
め
僻
術
者
そ
の
ほ
か
の
弱
点
張
関
係
人
に
そ
の
皆
周
知
徹
患
を
は
か
る
べ
く
会
告
制
度
も
採
用
し
た
二
三
条
一
二
項
、



一
項
)
。
こ
れ
も
、
宗
教
法
人
の
公
正
な
議
営
を
確
保
し
、
自
締
特
性
を
高
め
る
た

(
宮
)

め
、
重
要
情
報
を
開
示
を
要
求
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

二
条
一
環
、
二
六
条
二
項
、

四
条

西

所
轄
庁
の
権
限
も
、
民
法
の
公
益
法
人
が
主
務
官
庁
の
広
範
な
一
般
的
監
督
権
、
強
制
調
斎
橋
に
服
す
る
の
に
対
し
て
、
き
わ
め
て

限
定
さ
れ
て
い
る
。
現
行
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
①
宗
教
法
人
の
設
立
の
僚
に
規
附
刻
、
規
艇
の
変
更
、
合
併
ま
た
は
任
意
解
散

の

(
一
二
条

三
人
条

項
、
問
問
条
一
一
環
〉
、
母
設
立
ま
た
は
合
併
の

一
年
以
舟
の
取
消
(
八

O

項

条

条
)
、
部
公
益
事
業
以
外
の
停
止
命
令
(
七
九
条
)
、
号
法
令
違
反
、
目
的
漁
脱
な
ど
選
法
な
行
為
が
あ
っ
た
り
、
宗
教
出
体
と
し
て
の

実
体
を
欠
く
よ
う
な
場
合
の
裁
判
所
へ
の
解
散
命
令
の
請
求
(
八

、
舎
ぞ
れ
か
ら
今
聞
の
改
正
に
よ
り
加
わ
っ
た

の
場
合

の
質
問
機
(
七
八
条
の
二
)
に
線
ら
れ
て
い
る
。

他
方
、
宗
教
法
人
法
は
、
宗
教
法
人
の
責
任
の
明
確
化
や
公
共
性
に
つ
い
て
も
配
議
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
?
」
の
法
律
の
い
か
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な
る
規
定
も
、
宗
教
富
体
が
公
共
の
福
祉
に
反
し
た
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
他
の
法
令
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も

の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
」
(
八
六
条
)
、
京
教
法
人
の
代
表
者
ら
が
不
法
一
行
為
を
し
た
場
合
の
第
三
者
へ
の
賠
償
責
任
{
二

な
ど
を
定
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
法
人
法
は
宗
教
団
体
の
自
由
と
自
主
性
会
最
大
限
首
都
議
し
つ
つ
、
あ
わ
そ
で
、
そ

公

改iEぷをめぐる滋跨霊童〈繍村)

共
性
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
お
り
、
宗
教
的
側
面
以
外
の
世
俗
的
事
項
、
法
人
の
財
産
や
管
理
運
営
に
つ
い
て
必
要
最
小
限
の
規
制
を

し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
法
人
と
し
て
法
人
絡
を
付
与
さ
れ
た
匝
体
に
関
し
て
は
、
世
俗
的
事
項
で
の
最
小
限

の
法
的
規
制
は
当
然
予
定
し
て
お
り
、
宗
教
法
人
法
は
単
に
、
宗
教
団
体
の
物
的
恭
礎
を
確
保
さ
せ
財
療
所
有
の
た
め
能
力
を
与
え
た

だ
け
の
法
律
だ
と
解
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。

た
と
え
ば
、
宗
教
法
人
法
の
起
草
に
も
関
与
し
た
井
上
恵
行
は
、
宗
教
法
人
令
は
「
準
財
主
義
を
採
思
し
た
た
め
に
、
い
と
も
容
易

に
宗
教
法
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
間
後
の
タ
ケ
ノ
コ
よ
ろ
し
く
、
宗
教
法
人
の
数
が
激
増
す
る
と
と
も
に
、
;
:
:
:
そ
の
教
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義
や
組
織
の
点
で
い
か
が
わ
し
い
司
休
ま
で
が
こ
れ
を
濫
用
悪
用
し
」
た
。
「
こ
の
よ
う
に
、
法
人
令
に
よ
る
簡
素
化
も
、
問
自
化
も
、

由
討
主
化
も
、
ま
こ
と
に
「
過
ぎ
た
る
は
お
な
及
、
ば
ざ
る
が
ご
と
し
」
で
、
そ
の
「
過
ぎ
た
る
」
と
「
及
、
ば
ざ
る
」
と
の
中
間
に
適
当
妥

議
な
…
一
線
を
附
す
べ
品
。
で
あ
っ

「
実
に
、
宗
教
法
人
法
は
、
関
情
が
コ
チ
コ
チ
に
閥
ま
っ
て
い
た
開
戦
前
に
で
き
た
間
体
法
と
、

逆
に
世
の
中
が
ガ
タ
ガ
タ
に
く
ず
れ
て
い
た
終
戦
車
後
に
生
ま
れ
た
法
人
令
の
真
ん
中
を
、
ま
か
り
通
る
ユ
ニ

i
ク
な
法
律
で
あ
る
己

〈

mw)

と
性
格
づ
け
て
い
る
。

宗
教
法
人
に
お
い
て

と
「
俗
い
は
審
接
に
関
係
し
て
お
り
、
…
区
別
は
鴎
難
と
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に
期
的
渡
性
は
あ
る
が
、
宗

教
法
人
法
は
、
憲
法
の

の
自
由
と
政
教
分
離
原
則
に
立
脚
し
て
、
宗
教
関
体
協
有
の
翠
の
部
分
、

つ
ま
り
設
教
活
動
そ
の
も
の
に

は
介
入
せ
ず
、
財
産
の
所
有
、
法
人
の
管
理
運
営
な
ど
世
俗
的
活
動
に
つ
い
て
の
み
嬢
制
す
る
建
前
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
聖
俗
分

離
原
賠
と
い
う
。
両
者
は
密
接
に
関
わ
る
点
も
あ
る
が
、
で
き
う
る
か
ぎ
り
撃
俗
を
切
り
離
し
て
、
俗
の
部
分
だ
け
の
規
制
に
と
ど
め

34 

ょ
う
と
し
た
。
む
し
ろ
、
宗
教
法
人
側
で
、
ど
こ
ま
で
が

で
ど
こ
か
ら

か
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
供
・
ず
べ
き
で
は
な
い

か
。
驚
俗
分
離
の
関
難
耕
民
の
論
拠
で
は
、
課
税
庁
が
会
計
帳
簿
類
の
提
出
を
求
め
る
と
か
、
宗
教
施
設
が
建
築
基
準
法
等
に
違
反
す
る

疑
い
あ
り
と
し
て
資
料
提
出
や
立
ち
入
り
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
税
務
調
査
、
検
資
等
で
の
宗

教
法
人
法
は
、
宗
教
上
の
特
性
及
び
慣
習
を
琢
重
し
、
信
教
の
邑
刷
会
妨
げ
な
い
よ
う
留
意
を
求
め
て
い
る
〈
八
題
条
)
。
こ
の
よ
う

に
み
る
と
、
決
し
て
今
回
の
改
正
は
、
宗
教
法
人
法
の
選
本
理
念
や
性
格
を
質
的
に
変
穫
し
て
し
ま
う
改
正
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
、

必
要
最
小
限
の
不
備
を
補
充
す
る
改
正
で
は
な
か
ろ
う
か
。

宗
教
法
人
法
は
、
実
際
に
社
会
に
存
在
し
活
動
す
る
宗
教
語
体
に
法
律
上
の
能
力
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
律
で
、
宗
教
法

入
の
宗
教
活
動
を
取
り
締
ま
っ
た
り
、
制
限
し
た
り
、

一
般
的
包
括
的
に
監
督
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
益
法

人
の
よ
う
に
、
受
務
官
庁
に
よ
る
厳
格
な
一
般
的
懇
括
的
職
督
権
限
は
認
め
ら
れ
ず
、
具
体
的
限
定
的
な
最
小
限
の
議
制
権
限
に
と
ど
ま



〈れ〉る。
昭
和
叩

年
五
月
一
六
自
、

一
郎
文
部
大
臣

は
、
宗
教
法
人
審
議
会
で
、
「
宗
教
法
人
法
は
、
制
定
当
時
の
社
会
的

経
緯
か
ら
み
て
、

の
不
備
・
欠
臨
も
多
く
認
め
ら
れ
る
」
と
審
議
会
へ
検
討
を
諮
問
問
し
、
昭
和
一
一
一
一

三
日
、
審
議

会
は
「
宗
教
法
人
法
に
お
け
る
認
証
・
総
説
取
消
等
の
制
度
改
善
方
策
に
つ
い

と
の
答
申
を
行
っ
た
。
京
教
富
体
の
自
主
性
と
公

共
性
と
い
う
基
盤
に
た
つ
こ
と
を
線
認
の
う
え
、
号
こ
の
法
律
で
の
宗
教
活
動
の
定
義
を
明
維
に
す
る
こ
と
、
②
宗
教
法
人
と
な
る
こ

と
が
で
き
る
宗
教
団
体
の
藤
準
を
設
け
る
こ
と
、
認
証
取
消
を
…
年
経
過
後
も
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
金
合
併
に
関
す
る
規
定
安

簡
素
化
す
る
こ
と
、
告
会
告
制
度
を
改
善
寸
る
こ
と
、
⑤
役
員
制
度
合
改
善
す
る
こ
と
〈
ウ
ツ
ダ

i
ド
も
、
代
表
役
員
の
世
襲
艇
や
舵

弱
者
、
近
親
者
で
責
任
役
員
を
占
め
る
べ
き
で
な
い

)
、
⑥
財
産
処
分
等
の
手
続
き
を
改
鋳
す
る
こ
と
、

て
い
た
。

治
会
縫
事
業
、
奴
益
事
業
の
区
別
を
田
明
確
に
寸
る
こ
と
、
収
益
事
業
の
体
生
命
令
に
慰
問
問
制
限
を
し
な
い
こ
と
、
③
京
教
法
人
審
議
会

35 

の
改
善
、
命
宗
教
法
人
に
対
す
る
千
代
獲
さ
報
告
の
冊
以
り
援
い
を
明
確
に
す
る
こ
ど
、
議
怒
諸
宗
教
法
人
の
所
轄
を
改
め
る
こ
と
〈
都

道
府
県
所
轄
の
龍
括
宗
教
法
人
を
文
部
省
と
す
る
て
の
被
説
話
関
係
の
廃
止
に
関
す
る
取
り
扱
い

に
す
る
こ
と
な
ど
か
な
り

正
範
閲
な
改
正
改
善
の
得
申
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、

一
万
円
以
下
の
鴻
料
と
い
う
罰
則
が
実
効
性
が
な
い
の
で
は
、
解
散
命
令
の
際

改正点をめぐる諸問題(棚村)

の
財
産
保
全
命
令
の
規
定
が
な
い
の
は
不
備
で
は
な
い
か
、
宗
教
法
人
法
八
一
条

裁
判
所
が
職
権
で
解
散
を
命
ず
る
w}--Y}

が
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、
職
権
判
、
の
解
散
命
令
が
果
た
し
て
妥
当
か
な
ど
間
組
点
は
少
な
く
な
い
。

(3)

明
治
以
後
の
わ
が
闘
の
宗
教
絵
続
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
文
化
線
開
総
務
諜
編
「
明
治
以
降
市
市
教
制
度
百
年
史
』
一
策
以
下
三
九
七
四
年
)
、
渡
総
務

「
逐
条
解
説
{
泳
教
法
人
法
(
改
訂
綴
〉
M
4
;
一
四
頁
(
一
九
九
一
一
年
て
曲
骨
骨
革
案
敏
『
民
家
と
市
部
教
い
一
八
八
頁
以
下
(
…
九
九
一
一
一
年
)
、
平
野
武
叫
政
教
分
総
裁
判

と
際
家
神
遂
』
一
一
問
。
一
員
以
下
三
九
九
五
年
)
、
奥
一
千
蹴
域
別
総
j
指
摘
藤
小
百
合
「
明
治
相
初
繊
の
図
家
と
宗
教
と
の
関
川
怖
い
憾
の
法
令
一
五
一
一
一
二
努
一
一
六
資
以
下
(
一
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九
九
六
年
)
等
参
照
。

(4)

戦
線
の
宗
教
弾
作
成
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
第
務
剤
師
綴
『
明
治
以
降
宗
教
縦
波
百
年
史
い
一
一
一
六
頁
以
下
、
坂
本
後
九
ほ
か
ぺ
法
と
新
宗
教
」
忽
制
務
教
事
曲
立
図

九
O
頁
以
下
二
九
九
州
出
稼
)
奥
ボ
幾
何
払
川
喜
朗
描
編
小
迎
合
「
齢
戦
時
下
臼
本
に
お
け
る
キ
マ
ス
ト
教
ー
そ
の
、
あ
る
側
添
い
帥
吋
の
法
令
一
五
三
(
)
管
一
一
一
五
頁
以
下

三
九
九
七
年
て
平
野
武
力
会
毅
と
法
と
祭
料
」
一
九
災
以
下
三
九
九
六
年
)
、
等
品
秒
間
問
。

〈5)

井
上
級
孝
H
武
m
岱
滋
伎
一
戦
後
の
飲
料
判
事
件
」
吋
料
開
宗
教
事
品
開
い
五
O
六
災
以
下
参
索
。

(
8〉
祭
教
法
人
持
は
の
成
立
遇
制
椋
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
宗
務
漆
遜
『
明
約
以
降
宗
教
制
攻
百
年
史
」
一
一
一
四
五
夏
以
下
、
治
資
和
則
一
宗
教
法
人
淡
成
立
遇
制
械
の
予
備

的
考
察
い
宗
教
法
九
サ
九
二
一
長
以
下
(
一
九
九

O
年
て
阿
部
離
党
後
「
宗
教
淡
人
訟
の
成
立
と
G
H
Q」
祭
教
法
一
…
診
三
災
以
下
…
九
九
二
年
叱
幾
百
直
樹
立

後
間
川
正
美
「
柏
市
役
法
人
法
の
立
法
過
緩
い
愛
知
学
校
大
学
宗
教
法
制
欲
究
所
紀
繋
磁
混
同
す
一
頁
以
下
(
一
九
九
一
一
年
)
等
旅
路
一
。

〈
?
)
文
化
庁
宗
務
課
縦
「
開
明
治
以
後
策
教
制
度
務
停
史
』
三
関
大
賞
参
殺
。

(
立
中
由
貿
和
抑
制
問
「
占
領
下
に
お
け
る
宗
教
行
時
棋
の
変
骨
ど
ヱ
市
教
法
叫
明
党
第
二
緩
い
(
鐙
谷
大
学
祭
教
法
研
究
会
綴
)
一
六
1

ニ
O
頁
参
照
三
九
九
一
…
年
〉
〕
。

(
9
)

綴
木
昭
三
宗
務
行
政
の
持
問
機
と
宗
教
法
人
法
mw
特
徴
い
祭
教
法
一
一
一
四
万
二
日
大
1
二
際
大
演
さ
九
九
二
年
)
、
閥
的
利
回
一
年
二
汚
一
一
一
日
開
閉

mm
県
総
務
係
長
宛
宗
務
総
長
密
答
参
照
。

(
m
M
)

井
上
窓
行
『
改
釘
宗
教
法
人
必
の
基
礎
的
研
究
」
二
七
閥
a

七
五
頁
二
九
九
五
年
)
。

〈
忠
文
化
庁
文
化
部
宗
務
線
内
宗
教
法
人
研
究
会
「
Q
&
A宗
教
淡
人
の
管
壊
潟
鴬
」
五
関
頁
〈
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地
調
察

間
ぢ
秋

九
九
五
お
や
〉
。

宗
教
法
人
法

部
改
正
の
理
論
的
実
際
的
根
拠

i 

政
域
宗
教
法
人
の
所
轄
庁
の
変
更

家
教
法
人
に
つ
い
て
、
改
正
前
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
所
轄
庁
で
、
他
の
都
道
府
県
に
あ
る

宗
教
法
人
を
所
轄
す
る
垣
器
系
教
法
人
は
文
部
大
臣
と
さ
れ
て
い
た
(
改
正
前
五
条
Y
G
H
Qの
担
当
官
の
ウ
ツ
ダ

i
ド
は
、
宗
教



法
人
の
所
轄
庁
は
中
央
集
権
的
官
僚
的
な
文
部
省
よ
り
、

一
律
に
都
道
府
県
知
事
と
す
る
提
案
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
也
話
宗
教
団

体
は
こ
ぞ
っ
て
筑
対
を
し
、
都
道
府
県
ご
と
で
宗
教
法
人
法
の
遥
用
に
不
統
一
が
生
ず
る
こ
と
、
文
部
翁
か
ら
都
道
府
県
の
所
轄
と
な

る
こ
と
は
格
下
げ
に
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
拡
烈
に
反
対
し
た
と
し
う
。
結
局
、
文
部
大
臣
で
設
内
ぶ
さ
れ
た
忽
括
法
人
は
、
た
と
え
活

酷
が
都
道
府
異
に
限
ら
れ
て
い
て
も
、
所
轄
庁
を
変
更
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
た
。

一
般
に
、
当
時
都
道
府
終
所
轄
の
宗
教
法
人
は
、

そ
の
活
動
税
関
が
開
絞
ら
れ
、
地
域
に
密
着
し
て
い
た
た
め
、
便
利
で
地
域
性
の
た
か
い
都
道
府
県
知
事
と
さ
れ
た
。

し
か
し
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
場
合
も
、
東
京
都
江
東
一
肢
に
主
た
る
事
務
所
を
お
き
な
が
ら
、
従
た
る
事
務
所
は
静
岡
県
富
士
宮
、
実

際
の
活
動
拠
点
は
山
梨
県
上
九

色
村
と
い
う
よ
う
に
、
平
成
七
年
三
月
当
時
で
全
癒
各
地
に
一

開
か
所
の
本
部
支
部
を
開
設
し
、
脳
出

外
で
も
、
ロ
シ
ア
、

ア
メ
リ
カ
な
ど
間
か
所
の
支
部
を
設
け
て
い
た
。
絞
一
一
教
会
も
本
部
は
渋
谷
に
あ
る
が
、
会
問
に
教
会
、
ピ
デ
オ

セ
ン
タ
ー
等
多
数
の
活
動
拠
点
を
も
っ
。
都
道
府
県
所
轄
の
宗
教
法
人
で
も
、
全
国
規
模
で
支
擦
を
設
け
事
業
を
し
仏
滅
的
に
震
鰯
し
、
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海
外
に
も
活
動
を
伸
ば
す
宗
教
法
人
が
現
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
正
域
北
す
る
宗
教
法
人
に

都
道
府
撚
だ
け
で
行
政
的
に
対

hbす
る
こ
と
は
事
実
上
腿
難
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
改
正
法
は
、
複
数
の
都
道
府
黙
に
境
内
議
物
を
有
す
る
宗
教
法
人
の

所
轄
庁
を
文
部
大
臣
と
し
た
(
改
正
法
五
条

一
号
)
。
全
国

一
一
月
末
現
在
)
に

八
万
茜

八
八
あ
る
宗
教
法
人
〈
平
成
六
年

改札釈をめぐる綴問題(棚村)

対
し
、

の
職
員
を
霊
い
て
い
る
の
は
東
京
、
神
奈
川
、
愛
知
、
兵
庫
、
京
都
な
ど
ご
く

認
で
、
だ
い
た
い
は
兼
務
で

教
係
」
な
ど
私
学
行
政
と
一
緒
に
な
っ
て
い
る
。
な
か
に
は
「
私
学
係
」
「
私
笈
幼
稚
関
係
」
「
法
規
係
」
な
ど
名
称
上
宗
教
や
宗
務
担

当
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
す
ら
あ
る
。
職
員
数
も
最
も
多
い
東
京
で
五
人
、
新
潟
や
茨
城
、
中
梨
、
和
歌
山
、
高
知
な
ど

名
し
か
い
な
い
。
課
内
の
宗
教
法
人
数
が
九
閥
一
五
で
全
昌
一
の
愛
知
県
も
、
職
員
は
二
名
で
、
新
潟
県
も
八
二
四

県
は

法

人
を

人
で
み
て
い
る
。
ま
し
て
、
成
城
化
し
内
外
で
活
動
す
る
宗
教
法
人
に
対
し
、
改
正
前
の
都
道
府
県
の
所
轄
だ
と
人
員
、
だ
け
で

な
く
、
実
情
の
把
握
や
行
政
上
の
対
応
も
不
可
能
に
近
い
。
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公
説
法
人
の
場
合
に
も
、
複
数
都
道
府
県
に
ま
た
が
る
法
人
は
関
係
大
胆
が
所
轄
す
る
こ
と
に
な
る
。
仰
向
様
に
、
宗
教
盟
休
も
、
組

織
及
び
規
模
が
拡
大
す
れ
ば
、
事
業
接
関
も
拡
散
す
る
。
改
正
法
は
、
所
轄
庁
の
決
定
は
、
活
動
や
事
業
展
開
を
す
る
地
域
の
広
狭
で

底
分
す
る
の
が
合
理
的
と
考
え
た
。
機
関
委
税
事
務
の
線
小
廃
止
と
い
う
方
向
か
ら
も
、
ま
た
活
動
の
地
域
に
対
す
る
密
着
性
、
住
民

サ
i
ピ
ス
上
の
科
便
性
、
行
政
事
務
の
広
域
性
、
統
…
性
、
公
正
牲
の
確
保
な
ど
の
諸
要
昌
か
ら
み
て
も
、
広
域
法
人
の
所
轄
庁
は
国

の
事
務
に
二
冗
化
す
る
こ
と
が
安
当
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
、
都
道
府
黙
を
ま
た
が
っ
て
布
教
活
動
や
儀
式
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
宗
教
的
側
蕗
で
判
断
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
反
対
も
つ
よ
く
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

の
告
白
へ
の
配
慮
か
ら
、
客
観
的
な

内
建
物
」
と
い
う
宗
教
施
設
の
存
在
で
判
定
寸
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
所
轄
庁
を
決
定
す
る
基
準
と
し
て
、
宗
教
活
動
の
内
容

に
わ
た
ら
ず
、
客
離
的
外
形
的
に
捉
え
ら
れ
る
法
一
一
一
条
の
「
域
内
建
物
」
と
い
う
蒸
準
を
採
用
し
、
信
教
の
自
由
や
宗
教
活
動
を
阻
害

し
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た

Q

こ
れ
に
対
し
て
は
、
運
用
レ
ベ
ル
で
、
境
内
建
物
に
つ
い
て
異
な
っ
た
認
識
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
判
定

を
行
政
が
で
き
る
の
か
と
の
批
判
が
あ
る
よ
し
か
し
、
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一
一
条
で
は
、
本
殿
、
本
堂
、
会
堂
等
宗
教
担
体
が
宗
教
目
的
で
使
用
す
る

宗
教
施
設
を
定
義
づ
け
て
お
り
、
最
終
的
に
は
、
名
称
、
科
朗
自
的
、
科
用
状
況
か
ら
、
社
会
議
念
に
し
た
が
っ
て
答
観
的
に
判
定
せ

ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
所
轄
庁
と
し
て
は
、
神
道
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
宗
教
の
特
性
、
教
義
、
積
習
に
配
揮
し
宗
教
施
設
の

種
類
、
名
称
を
定
形
的
に
把
握
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
宗
教
窪
体
側
の
教
義
、
伝
統
等
に
も
と
づ
く
主
観
的
認
識
も
も
ち
ろ
ん
無
視

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
所
轄
庁
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
務
処
理
の
内
容
や
碁
準
が
ど
う
か
わ
る
か
、
都
道
府
県
知
事
と
文
部

大
臣
で
移
管
し
た
法
人
が
ど
の
よ
う
な
不
利
益
を
受
け
る
か
、
人
員
や
予
算
譜
援
が
ど
の
程
度
講
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う

点
で
あ
ろ
う
。

一
部
に
文
部
省
へ
の
移
管
に
よ
り
、
再
認
註
が
行
わ
れ
厳
し
く
な
る
と
か
、
国
家
管
理
、
国
家
統
制
が
強
ま
る
と
の
懇

念
が
あ
る
が
、
事
務
処
理
の
蒸
準
や
内
容
は
変
わ
ら
ず
、
権
限
も
強
起
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
問
問
題
は
、
複
数
の
都
道
府
県
で
活
動



す
る
広
域
宗
教
法
人
つ
い
て
文
部
省
に
所
轄
が

元
化
さ
れ
て
も
、
現
疫
の
人
的
物
的
体
制
で
は
、
情
報
技
集
能
力
、
行
政
対
応
能
力

は
十
分
で
は
な
い
。
文
部
省
に
宗
教
法
人
家
が
で
き
て
も
、
増
員
さ
れ
た
京
務
課
の
ス
タ
ヅ
フ
は
三
名
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
都
道
府

県
の
宗
務
係
も
兼
務
で
、
現
状
で
は
ど
れ
だ
け
ス
タ
ッ
フ
を
充
実
で
き
る
か
わ
か
ら
ず
、
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
は
む
ず
か
し
い
。

要
寸
る
に
、
欝
と
自
治
体
は
ど
の
よ
う
な
連
携
プ
レ
ー
が
と
れ
る
か
、
縦
割
り
持
政
の
出
?
で
連
携
を
い
か
に
進
め
る
か
、
海
外
を
含
め

必
要
な
情
報
収
集
や
交
換
、
行
政
的
対
応
を
、
込
速
か
っ
効
果
的
に
で
き
る
か
で
あ
う
っ
。
そ
の
際
に
、
宗
教
に
明
る
く
宗
教
情
報
の
分

析
力
、
宗
教
と
法
律
に
過
と
た
人
材
の
育
成
と
確
保
研
修
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

一
九
九
六
年
九
月

五

5
時
点
で
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
文
部
大
臣
に
所
轄
庁
が
変
更
さ
れ
た
の
は
五
関
西
法
人
で
あ
っ
た
。

2 

所
轄
庁
に
対
す
る
財
務
審
類
等
の
銀
出

攻
正
法
二
五
条
で
鍛
え
付
け
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
機
関
類
は
、
役
員
名
簿
、
財
産
自
鎖
、
収
支
計
算
書
、
焚
借
対
照
表
(
在
意
て
境
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内
建
物
に
関
す
る
書
類
、
公
益
事
業
、
収
益
事
業
に
関
す
る
書
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
当
然
に
作
成
さ
れ
て
い
る
べ
き
も
の
で
、

毘
の
改
正
法
の
よ
う
に
そ
の
一
部
を
所
轄
庁
へ
定
期
的
に
提
出
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
宗
教
法
人
の
事
務
負
担
が
増
加
し
た
り
、
宗
教

活
動
を
間
窓
口
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
た
と
え
財
務
報
告
だ
と
し
て
も
、
宗
教
活
動
そ
の
も
の
と
関
連
寸
る
の

後五点をめぐる諮問題(機約)

で
、
団
体
自
治
に
対
す
る
直
接
的
攻
撃
で
あ
り
宗
教
活
動
を
陸
替
す
る
と
の
怠
慢
も
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
活
動
は
宗
教
部
体
が
散
問

に
臨
ら
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
最
重
要
活
動
で
あ
り
、
性
質
上
社
会
に
対
し
て
オ
ー
プ
ン
に
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

財
務
参
類
も
、
国
か
ら
税
法
上
の
優
遇
や
愚
政
ハ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
欧
米
で
は
所
轄
庁
に
提
出
す
る
こ
と
が
当
然
視
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
属
品
非
営
利
社
臣
、
認
定
公
益
社
間
た
る
宗
教
法
人
は
、
財
務
書
績
の
作
成
、
会
計
報
告
を
義

務
づ
け
て
、
監
替
官
庁
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
一
九
六

O
年
の
公
議
慈
善
語
体
法
(
チ
ャ
リ
テ
ィ

l
法
)
で
、

〈
日
的
〉

宗
教
関
体
は
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
に
よ
り
登
録
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
と
な
っ
て
、
年
次
報
告
書
の
提
出
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
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日
本
で
は
、
公
益
法
人
で
は
、
主
務
官
庁
に
対
し
て
、
定
期
的
に
事
業
計
画
、
収
支
計
算
書
、
役
員
奥
動
報
告
、
財
産
移
転
報
告
な

ど
の
提
出
を
求
め
ら
れ
、
職
権
で
も
法
人
の
業
務
及
、
ぴ
財
産
の
状
況
を
検
査
で
き
る
が
(
民
法
六
七
条
一
一
一
項
)
、
宗
教
法
人
の
場
合
は

信
教
の
自
由
に
配
慮
し
、
宗
教
法
人
の
皇
、
来
牲
を
慈
重
し
た
た
め
こ
こ
ま
で
の
介
入
は
し
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
宗
教
法
人
と
な
っ

て
い
る
以
上
、
間
務
省
、
司
法
長
官
に
年
次
報
告
敢
闘

(
2
2
a
g
M
M
0
2
)
そ
必
ず
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

定
期
限
内
に
提
出
し

な
い
場
合
、
法
人
の
解
散
や
認
証
取
滋
の
事
自
に
さ
れ
て
い
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
対
で
も
毎
年
、
宗
教
法
人
は
州
務
省
に
年
次
報
告

替
の
提
出
が
要
求
さ
れ
て
い
る
(
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
人
法
典
九
六
六

O
条
)
。
こ
れ
に
違
反
す
る
と
、

一一五

0
ド
ル
の
罷
金
を
科

せ
ら
れ
た
り
、
活
動
令
制
限
さ
れ
る
な
ど
の
不
利
益
を
受
け
る
。
現
行
法
の
起
草
に
関
与
し
た
ウ
ッ
ダ

i
ド
に
よ
る
と
、

G
H
Qと
し

(日〉

て
は
会
益
法
人
と
向
じ
よ
う
に
、
所
轄
庁
へ
の
年
次
報
告
黍
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
規
定
を
蟻
り
込
も
う
と
考
え
て
い
た
。
ウ
ッ
ダ
i

ド
は
、
財
務
書
類
は
入
念
に
保
存
さ
れ
、
所
轄
庁
の
調
査
会
受
け
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。
わ
が
閣
で
も
、
人
員
や
体
制
に
限
界
が
あ

-40-

る
現
状
で
は
、
所
轄
庁
へ
の

定
書
類
の
提
出
も
、
宗
教
法
人
が
実
際
に
活
動
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
し
、
認
証
後
の
活
動

や
財
務
の
透
明
性
を
確
保
す
る
う
え
で
も
必
要
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
所
轄
庁
と
し
て
も
、
現
行
法
で
出
期
待
さ
れ
る
行
政
的
責
任

を
融
市
た
し
、
法
人
の
管
理
運
営
の
適
正
化
、
個
人
と
語
体
の
詫
間
の
題
避
な
ど
を
推
進
す
る
う
え
で
、
定
期
的
に
財
務
会
計
等
の
害
額

の
提
出
を
求
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
所
轄
庁
に
期
待
さ
れ
る
、
認
証
等
の
事
務
処
'
理
機
能
、
情
報
収
集
捷
供
機
能
、
連
絡
調
整
機
能
、

適
正
な
運
営
た
め
の
助
一
言
指
導
機
能
、
限
定
的
な
監
督
機
能
な
ど
を
適
切
に
粗
末
た
す
う
え
で
も
是
非
必
要
な
こ
と
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え

、
f

恥、‘。

サー切

-vこ
れ
ら
定
期
的
提
出
を
求
め
る
財
務
関
係
そ
中
心
と
す
る
番
類
は
、
法
人
の
財
政
、
財
灘
管
理
と
い
う
世
俗
的
事
項
に
関
す
る
も
の

で
、
宗
教
活
動
と
い
う
「
聖
」
の
部
分
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ウ
ツ
ダ

i
ド
も
こ
れ
ら
の
記
録
が
宗
教
活
動
や
怒
教
に
関
す
る

〈
吋
山
)

事
項
の
記
録
で
な
い
こ
と
を
強
瀦
し
て
い
た
。
宗
教
活
動
の
や
身
や
教
義
・
提
仰
に
か
か
わ
り
、
信
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ

i
に
関
係
す



る
と
か
、
公
権
力
に
よ
る
宗
教
活
動
の
把
揺
、
監
視
に
つ
な
が
っ
て
、
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
す
と
の
援
対
が
あ
る
が
、
収
支
計
算
書
は
、

一
年
間
の
宗
教
法
人
の
収
入
支
出
を
項
目
ご
と
に
数
字
や
金
額
で
表
す
も
の
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
だ
け
で
、
宗
教
活
動
の
詳
細
や
内
容
が

外
部
か
ら
掌
接
さ
れ
る
よ
う
な
欝
類
と
い
え
な
い
。
天
理
教
で
あ
れ
培
、
御
供
金
収
入
、
雑
収
入
い
く
ら
、
祭
務
費
、
出
向
費
、
や
し

き
鞍
備
費
い
く
ら
と
い
う
収
支
計
算
で
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
マ
あ
れ
ば
、
維
持
献
金
、
礼
拝
献
金
、
特
泌
総
金
い
く
ら
、

い
訴
遊
費
ク
リ
ス
マ
ス
費
、
牧
師
謝
儀
、
建
物
管
理
費
、
光
熱
費
、
教
誌
負
担
金
な
ど
の
支
出
費
目
と
金
額
が
記
載
怒
れ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
箆
有
の
行
事
や
慣
行
上
の
名
称
で
の
糊
質
問
も
少
な
く
な
い
が
、
財
政
面
か
ら
据
擬
で
き
る
宗
教
活
動
の
情
報

は
き
わ
め
て
絞
ら
れ
る
。
献
金
や
寄
付
者
の
名
前
が
ス
ト
レ

i
ト
に
で
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
税
務
饗
の
税
務
調
査
と
目
的
が
ち
が

ぃ
、
帳
簿
類
が
点
検
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
も
、
収
支
計
算
欝
も
、
収
入
規
模
が
小
さ
い
中
小
零
細
法
人
に
対
し
て
は
作
成
を
免
除
す
る
と
い
う
特
例
措
離
が
と
ら
れ
て
、
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過
大
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
も
さ
れ
た
。
実
擦
に
は
、
貸
借
対
照
表
や
絞
支
計
簿
欝
は
、
中
小
の
零
細
繍
人
企
業
で
さ
え
作
成

さ
れ
て
お
り
、
大
規
模
法
人
に
と
っ

の
負
担
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
収
支
計
算
書
の
作
成
が
免
除
さ
れ
る
収
入
額
に
つ
い
て

は
、
宗
教
抜
人
審
議
会
の
意
見
に
よ
り
、
八

0
0
0
万
円
に
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
ま
ま
だ
と
、
該
当
す
る
の
は
約
呂
%
程
度
に
す
ぎ
な

い
O
R
0
0
0
万
丹
に
上
げ
て
も
七
i
八
%
く
ら
い
。
し
か
し
、
小
規
模
法
人
と
い
う
の
は
、
中
小
金
業
で
法
人
税
の
軽
減
税
率
が
適

Hn 
捕
鶴

間
盟関都

網"やめ料
一
事
務
所
備
え
付
け
書
類
と
し
て
、
写
し
を
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
付
則
二
五
条
、

正改

期
さ
れ
る
八

O
O
万
円
や

O
G
O
万
円
と
い
う
よ
う
な
あ
た
り
で
は
な
か
ろ
う
か
c

宗
教
法
人
だ
け
が
社
会
経
済
の
状
法
や
社
会
常

織
を
か
け
は
な
れ
た
よ
う
な
基
準
を
た
て
る
べ
き
で
な
い
し
、
宗
教
法
人
の
財
政
蕗
で
の
活
動
を
数
字
的
に
記
載
し
た
財
務
書
類
の
提

出
で
、
活
動
状
況
の
透
明
性
を
穣
係
し
よ
う
と
し
た
立
法
趣
憶
は
実
現
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
基
準
以
下
で
も
作
成
さ
れ
て
い
れ
ば
、

一
五
条
四
項
)
。

も
ち
ろ
ん
、
所
轄
庁
は
提
出
欝
類
取
り
扱
い
に
あ
た
り
、
信
教
の
自
鹿
を
訪
げ
な
い
よ
う
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
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保
管
や
利
用
の
方
法
を
と
る
か
が
今
後
の
課
題
友
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
裁
判
上
必
要
な
欝
類
は
文
容
提
出
命
令
な
ど

に
よ
り
確
保
さ
れ
る
し
、
情
報
公
開
条
例
な
ど
で
住
民
が
保
管
書
類
の
提
出
を
求
め
て
も
た
だ
ち
に
公
備
し
な
け
れ
誌
な
ら
な
い
わ
け

明
、
は
な
い
。
法
人
の
適
切
な
運
営
と
活
動
の
認
握
の
た
め
に
提
出
さ
れ
た
書
類
は
、
当
該
目
的
外
に
使
窮
す
る
こ
と
は
ひ
か
え
、
宗
教

法
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
信
教
の
自
由
を
信
一
目
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
懐
震
に
す
る
必
婆
が
あ
ろ
う
(
設
正
法
二
五
条
五
項
)
。
閥
政
課

交
権
と
の
関
係
で
、
政
争
の
具
に
利
用
さ
れ
な
い
か
と
の
燃
本
山
も
あ
る
が
、
所
轄
庁
が
守
、
秘
義
務
を
魚
、
つ
こ
と
に
よ
っ
て
う
る
公
の
利

益
と
国
政
調
査
権
の
行
使
に
よ
り
会
表
す
る
利
益
と
が
比
較
衡
畿
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
明
ら
か
な
政
争
の
た
め
の
調
資
権

行
使
に
は
、
職
務
上
の
守
秘
義
務
、
宗
教
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
た
て
に
応
ず
る
必
要
が
な
い
。

3 

所
轄
庁
の
費
問
機
と
行
政

現
行
法
守
、
所
轄
庁
に
は
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般
的
註
括
的
な
調
交
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
七
九
条
の
絞
益
義
主
の

停
止
命
令
、
八

O
条
の

年
以
内
の
認
証
取
消
、
八
一
条
の
解
散
命
令
の
裁
判
所
へ
の
申
交
権
な
ど
、
宗
教
法
人
が
実
体
を
欠
い
て
い

た
り
、
連
常
や
管
理
よ
重
大
な
問
題
を
引
き
離
こ
し
て
い
る
場
合
に
所
轄
庁
は
健
闘
的
に
重
要
な
提
督
是
正
権
限
を
付
託
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
重
大
な
悼
徹
夜
と
資
任
を
果
た
そ
う
に
も
、
宗
教
団
体
が
法
令
の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
、

の
事
実
が
あ
る

の
か
ど
う
か
事
実
を
確
認
し
、
客
観
的
な
資
料
を
入
手
で
き
る
法
的
手
段
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
何
の
意
味
も
な
い
。
そ
こ
で
、

ム
ヴ
匿
の
改
正
で
は
、
七
九
条
i
八
一
条
に
該
当
す
る
難
い
が
あ
る
と
い
う
場
合
に
限
定
し
、
行
政
上
の
役
割
と
責
任
安
楽
た
す
た
め
に
、

事
前
に
、
宗
教
法
人
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
た
う
え
で
、
京
教
法
人
に
必
要
な
限
度
で
報
告
を
求
め
質
問
問
を
す
る
権
限
を
与
え
た
も
の

で
あ
る
(
改
正
詰
七
八
条
の
二
)
。
こ
れ
に
は
、
宗
教
法
人
審
議
会
の
意
見
繊
細
取
、
身
分
証
明
書
の
提
示
な
ど
い
く
つ
か
の
歯
止
め
も

用
意
さ
れ
て
い
る
〈
得
条

i
六
号
)
。
質
問
権
に
は
立
ち
入
り
調
査
を
含
ま
ず
、
施
設
へ
の
立
ち
入
り
は
関
係
考
の
同
意
が
必
婆
と

し
て
い
る
(
七
八
条
の

項
)
。
信
教
の
自
由
や
宗
教
の
犠
習
、
特
性
を
翠
意
L

ず
る
こ
と
勺
僕
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
い
う



ま
で
も
な
い
(
も
っ
と
も
、
お
尋
ね
と
い
う
方
法
で
事
実
上
不
明
な
点
を
聞
き
協
力
を
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
J
。
し
か
し
問
題

の
あ
る
法
人
慨
が
自
発
的
に
資
料
を
出
す
可
様
性
は
少
な
い
。
そ
の
違
反
に
対
す
る
措
捜
と
し
て
は
一
万
円
以
下
の
過
料
と
い
う
秩
序

同
部
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
ウ
ッ
ダ
i
ド
で
さ
え
、
「
利
益
に
陪
執
し
、
法
律
に
瀦
反
す
る
罪
に
対
し
ど
の
よ
う
な
汚
名
を

ら
れ
よ
う
と
も
そ
の
こ
と
に
無
関
心
で
あ
る
」
無
節
操
な
偶
人
が
、
計
画
的
に
違
反
す
る
こ
と
を
紡
ぐ
に
は
価
値
の
な
い
額
で
あ
る
」

と
批
判
的
で
あ

。
む
し
ろ
、
報
告
や
質
問
に
対
し
て
正
当
な
環
出
な
く
し
て
応
え
な
い
と
か
歳
偽
の
報
告
を
す
る
場
合
、
裁
判
判

所
へ
の
資
料
提
出
命
令
を
求
め
ら
れ
る
な
ど
実
効
的
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
、
規
定
自
体
の
意
味
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
る
の
マ
は
な

か
ろ
う
か
。

実
際
に
、
七
九
条
、
八
つ
条
の
適
用
例
は
全
く
な
く
、
人

れ
た
の
は
、
平
成
七
年

時
二
号
が
適
用
さ
れ
て
裁
判
所
か
ら
解
散
命
令
が
出
さ

{
川
崎
〉

O
月
三

0
5
の
オ
ウ
ム
真
理
教
の
ケ
j

ス
が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。
八
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条
一
項

条
に
よ
る
解
散
命
令
の
ケ
l
ス

は
、
不
活
動
の
休
眠
法
人
に
対
す
る
も
の
で
、
平
成
六
年
に
二
九
件
あ
っ
た
が
、
ぞ
れ
ま
で
は
年
間
王
|
六
件
程
度
で
、
こ
れ
ら
の
規

定
は
事
実
上
機
能
し
て
こ
な
か
っ
た
。
現
実
に
、
愛
知
略
の
和
徳
教
会
の
よ
う
に
休
眠
法
人
が
翼
取
ら
れ
て
暴
力
冨
対
策
法
の
臨
れ
蓑

に
さ
れ
た
り
、
本
覚
寺
、
明
覚
寺
、
満
願
寺
な
ど
一
連
の
譲
視
商
法
務
e

件
、
霊
感
商
法
な
ど
詐
欺
的
商
法
の
た
め
に
悪
罵
さ
れ
て
い
る

改正点をめぐる絡問題{養護村)

携
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
平
成

年
七
丹
に
鵡
き
た
京
都
府
の
宗
教
法
人
法
友
之
会
の
「
暴
力
的
法
座
」
に
よ
る
信
者
傷
官
官
致
死
事
件
で

一
一
二
名
に
の
ぼ
る
光
信
者
か
ら
の
解
散
ム
叩
令
の
請
求
が
申
し
立
て
か
ら
、

年
以
上
も
審
環
空
転
の
状
態
に
あ
る
。
所
轄
庁
の

十
品
、

人
員
の
媛
保
や
予
第
措
置
も
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
問
題
?
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
改
正
慎
重
論
の
中
に
も
、
解
釈
上

(
同
日
〉

所
轄
庁
に
倒
的
外
的
限
定
的
開
査
擦
は
認
め
ら
れ
る
と
の
立
場
も
あ
る
。
む
し
ろ
、
今
回
の
改
正
法
の
よ
う
に
、
質
問
権
〈
識
査
権
〉

の
範
闘
や
根
拠
、
内
容
を
間
的
確
に
し
た
う
え
で
、
所
轄
庁
の
権
限
行
使
上
の
濫
用
に
対
し
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
七
九
条
i
八
一
条
の
所
轄
庁
の
限
定
的
較
督
機
能
に
衡
す
る
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
議
論
も
さ
れ
な
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い
状
態
に
お
か
れ
て
き
た
。
今
回
も
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
り
資
疎
開
闘
し
が
行
わ
れ
、
商
法
五
八
条
二
項
の
よ
う
な
解
散
命
令
の
申
し
立

後
の
財
産
の
賂
壁
や
散
逸
を
防
ぐ
た
め
に
、
財
産
の
保
念
措
聾
の
規
定
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
多
く

(
初
)

の
掛
で
は
、
解
散
命
令
の
手
続
で
、
裁
判
所
が
財
産
保
全
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
と
れ
る
と
す
る
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
は
、

に
立
法
化
が
要
請
さ
れ
よ
う
。
休
眠
法
人
、
不
活
動
法
人
の
整
理
も
重
要
で
あ
り
、
解
数
命
令
制
震
も
、
非
訟
事
件
手
続
法
で
の
処
理

で
い
い
の
か
、
裁
判
所
が
職
権
で
申
し
立
て
で
自
分
で
審
理
す
る
権
遣
が
適
切
か
ど
う
か
な
ど
、
検
討
課
題
は
山
積
し
て
い
る
。

4 

へ
の
情
報
開
示
と
法
人
の
白
律
性

改
正
前
の
宗
教
法
人
法
で
は
、
財
産
や
財
務
に
関
す
る
事
項
を
相
続
則
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
規
剥
及
び
認
証
書
、
役
員
名
簿
、
財

産
自
謀
、
貸
借
対
照
表
ま
た
は
収
支
計
算
審
(
怪
意
)
、
境
内
建
物
に
関
す
る
書
類
、
公
益
事
業
、
収
議
事
業
に
関
す
る
書
類
な
ど

の
財
務
演
係
響
類
の
事
務
所
へ
の
備
え
つ
け
を
求
め
て
い
た
(
一
一
一
条
八
項
、

五
条

し
か
し

い童
がギ
あ平IJ
つ ζむ

たさ蘭
学係
説人
で か
も
喜三
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教
法
人
が
事
務
所
備
え
付
け
欝
類
の
興
覧
や
開
示
を
求
め
ら
れ
た
と
し
て
も
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
で

(
忽
)

定
す
る
有
力
説
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
宗
教
法
人
法
や
競
別
に
檀
徒
信
者
に
書
類
隠
覧
を
認
め
る
規
定
が
な
い
こ
と
、
壇
穏
徒
に
業

務
是
正
権
は
な
く
、
総
代
や
紫
在
役
箆
を
選
任
す
る
権
限
が
な
く
、
社
団
法
人
の
社
員
や
株
式
会
社
の
株
主
の
立
場
に
な
い
こ
と
、
公

批
口
対
塾
事
項
に
異
論
が
で
た
場
合
に
轄
者
の
意
見
を
轄
す
る
規
定
を
欠
く
こ
と
な
ど
を
論
拠
と
す
る
。

し
か
し
、
責
任
や
義
務
を
果
た
し
継
続
的
関
係
を
も
っ

宗
教
法
人
の
宗
教
教
師
ら
法
律
上
の
利
害
関
係
を
も
っ
者
に
対
し
て

は

一
定
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
構
成
員
で
あ
る
稽
徒
、
教
会
員
、
壊
後
、
氏
子
、

総
代
な
ど
に
情
報
開
示
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
法
人
の
業
務
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
チ
ェ
ッ
ク
し
、
機
関
の
糞
任
追
及
の
手

段
を
提
供
す
る
な
ど
、
宗
教
法
人
の
民
主
的
で
講
成
な
運
営
、
回
出
体
自
体
の
自
律
性
、
セ
ル
フ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
高
め
る
手
段
と
し

て
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
情
報
の
開
示
に
よ
っ
て
、
京
教
法
人
の
透
明
性
は
高
ま
り
、
信
者
ら
と
宗
教
法
人
と
の
信
頼
関
係
が
強
化
さ
れ
、



の
業
務
へ
の
積
緩
的
参
加
、
開
か
れ
た
宗
教
法
人
と
し
て
社
会
的
信
頼
も
高
ま
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
鵠
報
を
公
開
す
る
こ
と
は
信
者
や
傍
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ

i
と
も
関
わ
り
、
宗
教
活
動
や
自
治
が
侵
害
さ
れ
な

い
よ
う
慎
重
一
な
恕
感
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
改
正
は
、

笈
条
で
備
え
付
け
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
宗
教
法
人
の
財
務
会
計
や
管
理

運
営
に
関
す
る
誉
穎
の
爵
覧
請
求
で
あ
る
。
と
く
に
、
現
金
出
納
様
、
総
勘
定
元
帳
な
ど
一
冗
の
会
計
帳
簿
な
ど
は
含
ま
な
い
。
し
か
も
、

出
血
泊
者
で
あ
っ
て
も
正
当
な
利
縫
が
な
く
、
不
当
な
は
録
的
で
の
閲
覧
請
求
で
あ
れ
、
ば
、
宗
教
法
人
側
で
拒
否
で
き
る
な
ど
、
護
婦
を
防
止

す
る
歯
止
め
も
お
い
で
あ
る
。
宗
教
法
人
側
は
、
議
用
的
な
掲
示
請
求
に
対
し
て
は
拒
百
で
き
、
最
終
的
に
裁
判
所
で
閲
覧
請
求
の
正

当
性
が
争
わ
れ
、
韓
間
別
で
あ
る
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
部
に
、
信
者
の
範
劉
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
こ
の
よ
う
な
状
説
で
媛
簿
等
の
閲
覧
を
認
め
る
と
宗
教
活
動
へ
の
謹
誌
や
支
障
を
招
く

と
の
批
判
も
あ
る
α

ま
た
、
善
意
の
利
害
関
係
人
を
装
っ
て
総
会
厚
的
な
宗
教
妨
害
を
図
る
者
が
で
る
と
か
、
情
報
の
た
れ
流
し
に
な

る
と
の
批
判
も
あ
る
。

の
範
態
は
宗
教
法
人
自
身
が
規
則
的
や
慣
行
に
よ
り
さ
主
的
に
判
断
決
定
す
べ
き
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、

法
が
指
者
の
資
格
の
得
授
や
範
菌
を
必
ず
規
則
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
、
構
成
員
名
簿
の
作
成
も
要
求
し
て
い
る
。
宗
教
団
体
の

構
成
員
と
し
て
…
絞
殺
は
重
要
な
人
的
要
素
マ
、
現
行
法
ニ
条
で
も
語
体
の
構
成
要
素
に
務
げ
ら
れ
て
い
る
。

い
っ
て
も
お
饗
銭

改正点をめぐる諮問題(棚村)

を
し
た
り
、
持
鯛
料
を
払
っ
た
に
す
ぎ
な
い
人
に
ま

の
関
覧
を
さ
せ
よ
と
い
う
題
言
で
は
な
い
ο

信
者
と
は
、
議
教
法
人

法
上
の
例
示
で
あ
り
、
宗
教
関
体
ご
と
に
呼
び
名
も
ち
が
う
。
宗
教
法
人
法
?
の
稽
者
は
、
あ
く
ま
で
も
、
宗
教
法
人
の
規
制
、
教
義

に
し
た
が
い
法
人
と
継
続
的
関
係
を
も
ち
、
財
政
的
宗
教
的
社
会
的
な
繭
献
を
し
て
信
徒
名
簿
に
搭
載
さ
れ
る
な
ど
、
構
成
員
(
宗
教

的
に
は
、
教
義
を
い
悠
恭
し
、
宗
教
上
の
義
務
に
し
た
が
い
、
所
定
の
手
続
き
に
し
た
が
っ
て
出
向
偶
者
と
し
て
の
資
携
を
承
認
さ
れ
て
い
る

者
)
と
認
め
ら
れ
て
い
る
者
を
さ
す
。
そ
の
重
要
な
メ
ン
バ
ー
に
、
投
員
名
簿
や
余
計
書
類
等
事
務
所
備
え
付
け
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
泰
類
の
閲
覧
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
お
か
し
い
。
情
報
公
開
と
億
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ

i
の
保
護
は
、
附
殺
を
調
整
す
べ
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き
問
題
で
、
情
報
の
開
示
や
情
報
公
開
会

切
認
め
る
必
要
は
な
い
と
い
う
議
論
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
憲
法
学
者
の
中
に
も
、
宗
教
語
体
は
信
仰
を
阿
こ
く
す
る
人
の
集
ま
り
だ
か
ら
、
他
の
常
利
密
体
や
政
治
間
体
と
ち
が
っ
て
、

信
者
に
情
報
を
開
示
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
者
も
い
る
。
し
か
し
、
現
行
宗
教
法
人
法
で
さ
え
、
設
立
前
に
麓
要
事
項
を
書
い
た
規

問
問
案
を

か
口
付
前
に
告
者
や
利
努
関
係
人
に
公
告
し
た
り
、
規
制
剤
号
変
更
、
合
併
、
財
産
の
処
分
等
で
も
公
告
を
要
す
る
と
公
告
制
約
慶

財

二
六
条
二
項
等
)
。
こ
れ
は
、
宗
教
法
人
の
財
政
や
重
要
事
壊
は(

お
)

る
の
で
、
こ
れ
ら
事
項
を
局
知
徹
底
さ
せ
て
意
見
を
徴
し
適
正
な
遂
営
を
岡
山
る
た
め
で
あ
っ
た
。

ら
の
寄
進
や
浄

を
措
い
て
い
る
〈

一
条
三
項
、
一
一
一
一

情
報
開
示
や
情
報
公
開
の
思
想
は
不
十
分
な
が
ら
現
行
規
定
に
も
議
然
に
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
実
効
性
を
欠
い
た
り
、
公
告
事
項
が

少
な
い
な
ど
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
現
行
法
は
情
報
開
示
の
必
要
性
を
全
く
認
め
な
い
と
か
、
情
報
公
聞
が
情
報
の

た
れ
流
し
ゃ
宗
教
妨
答
に
な
る
と
い
う
発
懇
の
ほ
う
が
、
宗
教
岡
山
体
の
民
主
化
を

46-

信
者
の
地
位
を
不
潟
に
軽
視
す
る
こ
と
に

つ
な
が
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

壇
一
信
徒
、

教
会
員
な
ど
宗
教
に
よ
り
呼
び
名
も
、
法
人
の
管
理
運
営
の
参
加
の
程
凌
も
ち

が
う
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
、

一
定
の
継
続
的
関
わ
り
を
も
ち
、
一
信
者
と
し
て
準
認
怒
れ
て
、
義
務
も
果
た
す
構
成
員
に
対
し
て
は
、

構
成
員
機
(
業
務
執
行
の
長
波
や
最
終
的
チ
ェ
ッ
ク
機
能
な
ど
)
を
認
め
る
こ
と
が
、
宗
教
法
人
容
体
の
民
主
北
、
内
臼
徐
化
に
つ
な
が

ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

総
会
問
続
的
な
帳
簿
罷
覧
講
求
に
対
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
書
面
で
、
韓
覧
請
求
の
理
由
と
範
聞
に
つ
い
て
提
出
さ
せ
、
不
当
な
臼
的

で
あ
り
正
当
な
制
約
緩
や
}
有
し
な
い
も
の
に
は
宗
教
法
人
側
で
拒
京
関
す
れ
ば
い
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
宗
教
法
人
は
、
帳
簿
等
の
閲
覧
に

関
す
る
自
主
的
な
規
則
を
作
成
し
、
不
当
な
開
示
請
求
、
部
外
者
を
(
利
答
隠
係
人
で
も
)
制
限
す
る
規
定
を
お
い
て
も
よ
い
で
あ
ろ

ぅ
。
法
律
に
よ
る
剛

的
一
律
強
制
は
、
自
治
に
対
す
る
介
入
と
か
、
国
家
権
力
に
よ
る
開
示
の
強
制
は
儒
教
の

8
由
を
害
す
る
と
も

批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
、
第

次
的
に
は
宗
教
法
人
側
で
、
教
義
、
環
号
、
伝
統
等
に
し
た
が
っ
て
信
者
の
範
盟
、
開
示
の
方
法
、
手



続
、
範
簡
等
に
つ
い

ル
i
ル
作
り
を
し
て
よ
く
、
正
当
な
利
溢
の
有
無
、
不
当
な
目
的
で
の
開
一
不
議
求
か
を
判
断
し
て
拒

否
で
き
る

Q

こ
れ
に
対
し
て
、
講
求
す
る
側
で
は
自
己
が
信
者
そ
の
ほ
か
法
律
ヒ
の
利
察
関
係
人
で
あ
る
こ
と
(
元
首
者
で
も
、

法
人
の
管
理
運
営
の
民
主
化
、
議
明
化
、
一
敗
絡
庁
の
鵠
導
監
督
機
能
の
発
裁
を
慌
す
宮
前
で
の
関
本
請
求
は
許
さ
れ
よ
う
。
〉
、
開
示
に

っ
き
正
当
な
制
約
舗
を
も
ち
不
当
な
員
約
で
の
間
開
示
請
求
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
開
示
請
求
の
根
拠
や
必
要
な
範
爵
を
主
張
立

証
し
て
最
終
的
に
は
裁
判
所
で
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
嫌
が
ら
せ
や
、
ゆ
す
り
、
た
か
り
の
開
示
顕
覧
請
求
は
、
権
利
濫
用
、

正
当
な
制
約
援
を
欠
く
等
で
否
定
さ
れ
る
と
と
に
な
ろ
う
。
裁
縦
切
手
続
が
醤
家
に
よ
る
強
制
で
違
憲
、
だ
と
す
れ
ば
、
宗
教
法
人
を
め
ぐ
っ

て
法
的
、
定
議
が
な
さ
れ
、

の
争
訟
と
判
断
さ
れ
た
場
合
で
も
、
寸
べ
て
紛
争
の
解
決
は
宗
教
法
人
の
一
存
で
決
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
司
法
裁
判
所
で
公
正
な
手
続
保
障
の
も
と
で
な
さ
れ
た
判
断
や
解
決
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
宗
教
法
人
だ
け
が
聖
域
化
さ
れ
た
り
治
外
法
権
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

zd 

宗
教
法
人
審
議
会
の
設
議
ヨ
自
、
主
的
機
関
の
設
費
の
必
繋
性

従
来
、
宗
教
法
人
審
議
会
は
、

一
O
人
以
上

五
人
以
内
の
委
員
で
組
識
す
る
と
競
走
さ
れ
て
い
た
(
改
正
前
七

)
。
改
正
法

で
は
、
委
員
数
の
上
践
を
ニ

O
名
に
増
員
す
る
こ
と
で
、
宗
教
法
人
審
議
会
に
期
待
怒
れ
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
や
複
雑
多
様
化
す
る
諮
問

改正点をめぐる諸問皇室(機材}

事
壌
に
対
応
し
う
る
人
員
の
補
強
も
か
ね
て
、

の
役
割
の
議
附
女
性
に
対
応
し
た
機
能
増
進
を
は
か
っ
た
。
宗
教
法
人
審
議

会
は
、
文
部
省
(
文
化
庁
)
に
お
か
れ
、
所
轄
庁
の
介
入
や
擁
畿
に
対
し
て
、
宗
教
関
体
の
正
当
な
科
緩
や
儒
教
の
自
由
が
侵
察
さ
れ

な
い
よ
う
、
宗
教
法
人
法
上
付
託
さ
れ
た
事
項
に
つ
き
文
部
大
垣
に
競
議
し
、
文
部
大
臣
の
諮
問
問
に
応
じ
て
苓
取
を
だ
す
重
要
な
設
割

を
語
っ
て
い
る
。
宗
教
法
人
の
規
制
約
等
の
認
託
、
収
益
事
業
の
停
止
命
令
、
誌
証
の
政
治
、
解
散
命
令
等
の
行
政
処
分
に
関
し
て
〈

四
条

二
八
条
二
項
、

一
九
条
二
項
、
額
六
条
ニ
壊
、
七
九
条
窪
項
八

O
条
西
項
)
、
ま
た
、

の
決
定
、
事
業
の
停
止
命
令
、

認
証
取
消
に
つ
い
て
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
、
あ
ら
か
乙
め
宗
教
法
人
審
議
会
に
諮
問
問
し
そ
の
意
え
そ
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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今
回
の
改
正
で
も
、
所
轄
庁
が
七
九
1
八
C
条
に
該
当
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
宗
教
法
人
に
対
し
て
報
告
を
求
め
、

質
問
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
が
、
事
前
に
宗
教
法
人
審
議
会
の
意
見
を
顎
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
(
七
人
条

の
ニ
の
一
一
一
議
)
。
宗
教
法
人
泰
議
会
に
は
、
こ
の
よ
う
な
行
政
と
宗
教
語
体
と
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
的
投
簡
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、

単
な
る
宗
教
界
や
特
定
宗
教
団
体
の
利
益
花
表
的
な
地
設
で
は
な
く
、
広
く
公
正
中
立
な
立
場
か
ら
宗
教
行
政
の
公
正
か
つ
適
正
な
連

へ
の
鞍
視
機
能
を
巣
た
し
、
宗
教
や
宗
教
に
関
連
す
る
学
識
経
験
を
い
か
し
た
専
門
的
ア
ド
バ
イ
ザ
!
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
委
員
長
命
資
格
と
し
て
「
宗
教
家
及
び
宗
教
に
関
し
学
識
経
験
が
あ
る
者
い
と
す
る

七

項
)
が
、
現
在
は
、
日
本
宗

教
連
盟
に
加
盟
す
る
神
社
本
庁
、
教
派
神
道
渡
合
会
、
全
日
本
仏
教
会
、
キ
リ
ス
ト
教
逮
合
会
、
新
日
本
宗
教
凶
体
連
合
会
の
各
岡
山
体

の
推
蔑
す
る
者
、
京
教
に
関
す
る
学
識
続
験
者
か
ら
委
嘱
さ
れ
て
い
る
。

…
殺
を
代
表
す
る
よ
う
な
有
識
翁
も
加
え
る
こ
と
が
マ
き
な

い
も
の
だ
ろ
う
か
。
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ま
た

九
九
五
年
九
月
一
一
一

0
8
の
宗
教
法
人
審
議
会

で
は
、
宗
教
に
関
す
る
清
報
提
供
や
詩
情
相
談
な
ど
を
行
う
第
三

者
機
関
と
し
て
自
主
的
組
織

2
一
小
教
情
報
セ
ン
タ
ー
」
の
よ
う
な
も
の
を
検
討
し
、
宗
教
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
弁
護
士
、
宗
教
学
者
、

心
理
学
者
、
そ
の
ほ
か
学
識
経
験
者
な
ど
が
協
力
し
て
、
民
間
の
密
主
機
関
を
設
置
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
滋
)

現
行
の
宗
教
法
人
法
の
成
立
遇
制
怪
で
、
紛
争
処
理
の
た
め
の
宗
教
審
議
会
に
よ
る
調
停
の
導
入
が
は
か
ら
れ
た
。
し
か
し
宗
教
審
議

会
の
調
停
機
能
は
、
「
宗
教
法
人
審
議
会
」
に
敢
め
ら
れ
、
か
え
っ
て
家
教
的
事
項
に
調
停
、
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
〈
七

条
三
項
〉
。
宗
教
界
が
宗
教
の
閲
家
管
理
化
や
国
の
鼓
督
機
能
強
化
に
危
機
感
を
も
っ
と
す
れ
ば
、
パ
ン
ス
宗
教
課
長
い
ら
い
の
自

主
規
制
約
の
強
力
な
民
間
第
三
者
機
演
を
設
聾
す
る
こ
と
で
自
律
性
を
強
化
し
、
間
家
や
行
政
の
介
入
の
様
小
化
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
ほ
か
に
、
信
者
ら
構
成
員
の
地
殺
の
強
化
、
内
部
的
自
律
権
の
強
化
に
よ
る
自
治
自
浄
作
用
の
拡
大
を
は
か
る
べ
き
で
は
な
い



か
。
今
ま
で
、
…
絞
殺
は
単
な
る
布
教
教
化
の
対
象
で
し
か
な
く
、
宗
教
上
の
地
伎
は
あ
る
に
し
て
も
、
法
的
地
位
や
資
格
で
は
き
わ
め

て
消
続
的
に
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
。
盟
体
の
管
理
運
営
に
も
間
接
的
に
関
わ
り
、
財
政
的
に
貢
献
す
る
~
係
者
ら
が
、
業
務
執
行
へ
の
チ
エ
ツ

ク
機
誌
を
い
号
、
え
ら
れ
ず
、

へ
の
異
議
や
意
見
反
映
の
道
も
績
か
れ
て
い
な
い
地
位
に
撹
か
れ
て
き
た
。
ウ
ツ
ダ
!
ド
も
、
政
府
が

管
理
監
督
す
る
法
制
で
は
信
者
の
関
与
は
議
耐
火
で
は
な
い
が
、
自
治
が
隷
重
さ
れ
る
法
制
約
で
は
そ
の
関
与
や
参
加
が
重
要
だ
と
し
て
い

(
お
)

る
c

改正点をめぐる絡附星通{繍村〉

〈
さ
ウ
ッ
ダ
l
ド
〈
定
策
総
)
「
宗
教
法
人
法
の
胤
明
党
」
京
開
谷
大
学
宗
教
法
研
究

(
日
)
平
野
・
前
倒
絞
〈

2
〉
論
文
人
賞
。

(M)

十
伐
材
務
総
「
欧
米
の
宗
教
思
体
法
制
と
政
教
分
離
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
開
閉
九
巻
開
問
号
三
八
首
同
士
九
九
六
年
)
、
国
立
図
会
開
閉
務
総
文
教
諜
編
「
欧
米
mw
系
数
畑
山
体

法
制
問
ケ
銭
安
と
情
報
一
…
七
五
今
一
渓
以
下
(
一
九
九
五
年
て
紛
立
関
会
図
害
銭
類
愛
及
び
忽
渋
考
査
局
編
吋
宗
教
粉
体
と
カ
ル
ト
対
策
」
外
紛
の
内
北
淡
一
一

O
一
号

関
東
以
下
(
一
九
九
七
年
〉
参
問
問
…
c

(
は
ご
ウ
ツ
ダ
1
H
F

〈・
6
都
民
朝
刊
附
則
訳
)
「
宗
教
法
人
絞
め
研
究
」
『
宗
教
法
研
究
第
二
制
思
(
龍
谷
大
学
生
ポ
殺
淡
併
究
会
議
)
一
一
気
策
合
九
九
一
一
年
)
参
照
。

(
M
m
)

ウ
ツ
ダ
i
ド
〈
上
白
羽
民
訳
了
前
傷
註
(
以
〉
炎
約
一
一
一
六
頁
。

(
げ
)
ウ
ッ
ダ
i
ド
(
古
賀
訳

γ
総
簿
一
刊
誌
(
門
μ
)

資
料
一
一
位
一
一
演
。

(
叩
川
〉
東
京
抽
品
約
平
成
七
・
…
。
‘
一
一
ハ
〉
判
判
タ
八
九

O
号
三
八
一
災
む
こ
の
事
件
で
、
オ
ウ
ム
搬
路
線
教
側
は
郎
持
続
此
口
、
特
別
抗
血
回
を
し
て
争
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
棄
却

さ
れ
た
。
東
京
官
間
決
平
成
七
・
二
一
・
一
九
利
タ
八
九
万
一
考
路
三
十
賞
、
平
成
八
年
二
月
一
一
一
合
日
判
時
一
五
五
X
A
m
V
一
一
一
賞
、
判
タ
九
0
0問診…ぃハハ〉古員。

酬
明
村
政
行
「
然
数
淡
入
に
つ
い
て
祭
教
法
人
総
八
一
条
一
項
一
号
及
び
二
号
前
段
の
解
散
命
令
の
築
山
闘
が
あ
る
と
さ
れ
た
留
学
例
」
判
タ
九
一
三
号
二

O
八
一
良
コ

九
九
六
年
)
、
綾
田
栄
弓
「
宗
教
法
人
の
鱗
絵
命
令
と
信
教
の
自
闘
い
ジ
ュ
リ
一

O
九
一
号
一
係
資
三
九
九
六
年
て
日
常
品
受
治
「
宗
教
法
人
の
解
散
命
令
と
儲

教
の
筏
滋
」
法
学
教
室
創
出
品
開
制
特
例
セ
レ
ク
ト
%
一
二
百
周
{
一
九
九
六
年
)
、
平
野
武
辺
市
教
法
人
法
人
一
条
-
項
…
努
及
び
二
号
議
設
に
規
定
す
る
家
出
聞
が
あ
る
と

し
て
な
さ
れ
た
宗
教
法
人
の
解
後
命
令
が
憲
法
ニ

O
条
一
渓
に
違
反
し
な
い
と
さ
れ
た
市
伊
削
開
」
氏
商
一
一
五
品
切
ム
ハ
努
九
六
九
頁
(
一
九
九
七
年
〉
、
笹
川
紀
雄
勝
「
昨
吋

の
判
例
」
法
晶
純
一
八
八
管
七
五
頁
(
一
九
九
六
年
)
等
参
加
閉
山
。
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…
齢
相
』

O
五
頁

九
九
三
年
)
参
加
然
。



宗教法第16号(1警告の

(
同
日
)
後
川
紀
鵬
勝
「
第
一
教
法
人
沖
法
改
正
論
滋
へ
の
一
一
視
角
」
務
費
と
伎
界
一
九
九
五
年
一

O
号
閲
八
資
。

な
お
、
昭
和
ヨ
ニ
年
四
月
一
一
一
一
日
の
祭
教
法
人
審
紬
棋
会
の
認
証
制
制
緩
等
の
改
務
方
策
に
関
す
る
答
申
で
は
、
三
市
教
法
人
の
業
務
の
議
波
化
を
開
閉
る
た
め
、
所
轄

庁
は
由
来
一
教
法
人
の
業
務
及
び
事
構
滑
に
縄
し
、
報
告
を
も
と
め
そ
の
報
告
に
つ
い
て
実
情
を
鎖
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
開
明
記
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
、
こ
の
時
期

に
す
で
に
繍
変
緩
め
問
題
が
論
議
さ
れ
て
い
た
。

(
怨
ア
メ
リ
カ
法
縁
家
協
会
改
一
溺
模
範
非
営
利
淡
人
淡
…
図
亀
一
一
一
一
条
〈

C
)
悩
鴨
緑
参
泌
…
。

(
h
U
)

た
と
え
ば
、
宗
教
法
人
の
綴
後
に
帳
簿
箆
覧
請
求
織
を
ぬ
認
め
た
、
東
京
高
判
平
成
大
・
ぷ
・
一
一
一
一
一
利
時
一
五

O
七
珍
二
…
一
一
一
一
賞
、
東
京
地
料
開
閉
和
六
一
一
二
・

一
二
判
判
肱
吋
…
七
考
人
八
頁
、
密
送
し
た
も
の
に
東
京
高
判
昭
和
六
三
・
九
・
二
八
判
時
一
二
九
三
努
九
六
資
、
浦
和
地
約
平
成
五
・
ム
ハ
・
二
五
判
タ
人
隠

(
明
白
変
後
敏
夫
「
宗
教
法
人
法
の
繍
穫
後
は
宗
教
法
人
法
二
五
条
一
一
淡
に
規
定
す
る
綬
簿
響
殺
の
閲
覧
潟
求
権
を
有
す
る
か
〈
脊
定
〉
」
料
品
吋
一
一
一
一
一
一
一
努
一

開跨問「抽謹哩持俵附後の紺緩粧端簿得
a

骨舎官類の酷褐同酌覧見鴇論悶求協機械」吋コ府耐祭}糸m教
削
判
汁
剖
例
問
否
逐
第
一
二
…
駁
』
一
二
一
一

〈明お
ω〉
ふ
大
人
阪
渇
決
師
綴
哨
和
五
四
.
人
.
…
一
)
下
下
卜
「
a

日民民畠集景一コ三ニ一悶晶場叩
r笈忍

i
以入八附管ザふ火ハ八二百頁貝参照。

(
お
)
中
間
相
周
利
減
「
宗
教
齢
疫
の
改
編
激
縫
い
司
占
領
と
ヨ
本
宗
教
い

お
〉
ウ
ツ
ダ
i
ド
〈
刷
所
掛
照
叙

γ
前
掲
註
(
ロ
)
資
料
入
頁
。

a 
勺

九
九
頁
生
布
。

一氏賞、

げ
コ
一
一
一
世
兵
士
九
九
三
年
〉
。
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明

お

わ

り

宗
教
法
人
法
の
改
正
論
議
は
、
不
楽
に
し
て
オ
ウ
ム
真
理
教
の

速
の
事
件
を
契
機
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
。
戦
後
五

O
年
と
い
、
つ
節

な
テ
!
マ
の

自
の
年
に
、
わ
が
冨
は
さ
ま
ぢ
ま
な
戦
後
の
総
指
脅
迫
ら
れ
た
。
宗
教
法
人
に
対
す
る
行
政
の
関
与
と
資
怪
と
い
う
問
翻
も
そ
の
重
要

つ
で
あ
ろ
う
。
今
国
の
宗
教
法
人
法
の
一
部
改
正
で
は
、
戸
行
政
の
役
割
と
寅
任
を
め
ぐ
っ
て
根
本
的
な
議
論
が
欠
落
し
、

こ
れ
ま
で
唆
味
に
さ
れ
て
き
た
所
轄
庁
の
指
導
監
督
資
任
の
有
無
が
問
わ
れ
、
宗
教
の
国
家
管
理
一
化
、
宗
教
団
体
自
身
の
民
主
化
、
自



律
北
の
促
進
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
の
ち
が
い
が
表
面
化
し
た
。
改
正
が
宗
教
弾
在
や
国
家
管
理
に
涯
を
開
く
と
い
う
反
対
論
は
、

宗
教
に
対
す
る
行
政
権
の
介
入
強
化
を
懸
念
し
、
議
ん
に
「
規
制
緩
和
」
と
い
う
将
司
の
流
れ
に
進
行
す
る
と
の
批
判
を
す
る
。
ま
た
、

改
正
一
反
対
論
者
か
ら
は
、
オ
ウ
ム
事
件
に
対
す
る
行
政
の
怠
罷
や
夏
、
び
腰
が
痛
到
に
非
難
さ
れ
た
が
、
オ
ウ
ム
の
被
答
弁
償
に
対
し
て

そ
の
資
産
で
は
到
底
足
り
ず
、
被
窓
口
者
救
済
の
た
め
掴
家
や
行
政
の
法
的
責
桜
が
関
わ
れ
る
こ
と
も
考
え
な
け
れ
、
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
薬
寄
訴
訟
の
よ
う
に
被
答
者
が
行
数
の
指
導
厳
督
責
任
を
問
お
う
に
も
、
索
任
追
及
の
法
的
態
礎
は
き
わ
め
て
脆
弱
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
の
戦
後
の
宗
教
行
政
の
変
還
を
み
て
も
、
公
共
事
業
へ
の
新
規
企
業
の
参
入
、
金
融
自
由
化
、
土
地
利
用
規
制
の
緩
和
等
自

由
な
市
場
へ
の
信
頼
、
政
府
や
行
政
活
動
の
縮
小
と
い
う
構
隠
は
、
宗
教
法
人
の
場
合
に
は
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、

宗
教
行
政
は
、
敗
戦
後
の
占
領
政
策
に
よ
る
民
主
化
と
い
う
特
殊
事
情
の
も
と
で
、
新
規
参
入
の
自
由
、
独
占
の
排
除
、
行
政
権
の
関

与
の
線
小
化
を
出
発
点
に
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
現
代
的
状
況
の
も
と
で
宗
教
活
動
を
活
性
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
宗
教
法
人
に
対

-51-

す
る
社
会
の
信
頼
に
応
え
る
べ
く
、
宗
教
団
体
自
ら
が
ど
の
よ
う
な
街
己
規
制
を
行
い
、
行
政
は
ど
こ
ま
で
関
与
す
べ
き
か
が
明
確
に

論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
効
果
的
な
自
己
規
制
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
国
家
や
行
政
が
口
出
し
を
す
べ
き
領
域
は
少
な
く
な
る

改正点をめぐる諸問議(概村)

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
ぞ
れ
ま
で
の
過
渡
的
段
階
で
は
、
行
政
の
果
た
す
べ
き
役
割
と
責
任
は
依
然
と
し
て
残
ら
ざ
る
を
え

{お〉

な
い
で
あ
ろ
う
の

昭
和
ニ

C
年
一

O
月
七
8
、
文
部
省
の
宗
務
課
廃
止
論
を
唱
え
て
い
た
パ
ン
ス
宗
教
課
長
が
東
京
宗
教
記
者
会
で
行
っ
た
記
翁
会
見

で
の
言
葉
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
「
宗
務
課
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
宗
教
団
体
は
こ
れ
に
頼
っ
て
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
自
立
出
来
な
い

し
、
新
憲
法
下
で
は
ど
の
諜
と
言
わ
ず
法
律
上
宗
教
を
支
記
し
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
理
想
的
な
形
と
し
て
は
、
政
府
か
ら

離
れ
て
宗
教
関
体
が
強
力
な
自
主
機
関
を
作
り
、
こ
れ
が
専
門
の
法
悼
伴
家
を
問
機
い
、
機
能
を
強
力
に
し
て
政
府
と
の
交
渉
に
当
た
る
こ

と
で
あ
る
。
但
し

方
現
在
の
日
本
の
宗
教
紹
介
で
は
こ
う
し
た
中
央
機
関
も
な
い
し
、
ま
た
早
急
に
こ
の
設
立
は
望
め
な
い
も
の
で
あ
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る
か
ら
や
む
な
く
宗
教
団
体
と
の
連
絡
を
取
っ
た
り
、
政
府
か
ら
宗
教
関
体
に
伝
え
る
べ
き
こ
と
を
取
扱
う
機
関
の
存
在
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
認
め
る
、
」
。
こ
こ
で
も
、
会
的
干
渉
を
徹
底
し
て
排
除
す
る
こ
と
と
、
宗
教
関
体
自
ら
の
セ
ル
フ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
が
相

関
関
係
に
あ
り
、
自
主
的
な
機
関
の
設
置
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
、
つ
に
考
え
る
と
、
や
は
り
宗
教
毘
体
が
結
集
し
て
公
正

な
自
主
規
制
機
関
作
り
、
相
互
の
ネ
ヅ
ト
ワ
i
ク
を
強
化
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
行
政
の
投
鋭
を
縮
小
化
、
極
小
化
す
る
大
前
提
で
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

塑
俗
分
離
原
則
に
つ
い
て
も
、
実
際
に

宗
教
活
動
と
「
俗
」
世
俗
活
動
と
は
分
離
が
国
難
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
現
行
宗
教
法

人
法
は
、
ウ
ツ
ダ
!
ド
や
起
草
に
関
与
し
た
者
も
認
め
る
が
、
役
員
名
簿
、
財
族
自
錦
、
貸
借
対
照
表
等
の
財
務
書
類
は
、
宗
教
活
動

と
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
く
、
財
産
や
管
理
運
営
と
い
う
法
人
の
世
俗
的
側
面
で
の
書
類
と
見
て
い
た
。
確
か
に
、
襲
俗
分
離
が

実
際
に
開
閉
難
だ
と
す
れ
ば
、
何
が
「
整
」
で
何
が
「
俗
」
に
あ
た
っ
て
法
的
規
制
に
叩
慨
し
う
る
か
、
宗
教
法
人
側
で
そ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

-52-

や
一
区
別
の
基
準
を
一
万
谷
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
そ
の
対
案
も
出
さ
ず
、
聖
俗
分
離
は
鴎
難
と
し
か
一
言
わ
な
い
な
ら
、
宗
教
の
問

て
自
主
性
に
ま
か
せ
ろ
と
い
う
話
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
布
施
や
信
者
勧
誘
の
夜

〈

叩

∞

)

り
方
に
対
す
る
自
主
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
門
口
弁
連
の
消
費
者
問
題
対
策
委
員
会
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
が
、
米
だ
に
、
何
ら
か
の
具
体

題
に
間
関
家
や
行
政
は
全
く
口
を
出
さ
ず
、

的
意
見
や
動
き
は
み
ら
れ
な
い
。
宗
教
界
に
は
、
間
家
や
行
政
か
ら
規
制
さ
れ
る
前
に
、
自
ら
で
自
ら
を
律
す
る
努
力
が
ま
さ
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〈
お
)
本
橋
は
、
棚
瑚
品
引
数
行
一
宗
教
法
人
制
度
に
お
け
る
行
殺
の
責
任
と
役
割
前
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
額
九
品
旬
開
問
問
主
一
一
員
以
下
(

る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
c

九
九
六
年
〉
と
遂
複
す
る
線
分
が
あ

な
れ
担
、
改
正
訟
を
め
口
む
実
務
に
関
し
て
は
、
文
化
庁
文
化
部
宗
務
課
コ
…
事
机
法
人
実
務
研
修
会
資
料
〈
浮
成
九
年
版
)
』
〈
一
九
九
七
年
}
参
照
。
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三
ホ
一
時
務
機
関
廃
止
は
滋
恕
だ
が
必
離
賓
の
面
も
認
め
る
い
一
九
開
閉
八
年
年
一

O
日
月
八
日
付
中
外
門
口
組
持
。
古
賀
・
機
俗
説
{
5
〉
論
文
一
入
賞
。

日
本
弁
灘
公
渡
合
会
淡
費
者
問
題
対
策
委
照
会
・
宗
教
と
消
費
者
談
会

p
m教
品
出
動
等
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
は
、
お
や
却
絡
・
献
金
等
に
領
収
轡
を
発

行
さ
せ
る
‘
回
世
緩
や
た
た
ち
な
ど
明
、
祭
数
約
不
安
を
一
環
る
勧
誘
の
禁
止
、
ク
l
リ
ン
グ
オ
フ
、
会
齢
制
緩
録
、
宗
教
団
体
で
あ
る
こ
と
の
間
判
一
不
、
信
義
と
申
水
位
脱
と
の

漆
絡
、
脱
会
の
白
岡
市
出
の
傑
脇
陣
、
中
京
成
年
者
の
勧
誘
で
の
注
意
、
労
働
法
裁
の
遵
守
な
ど
を
定
め
る
。
宗
教
と
消
闘
賞
品
告
弁
護
毘
ネ
y
ト
ウ
!
ク
縦
士
郎
教
名
目
に
よ

}
開
時
七
頁
(
一
九
九
六
年
〉
参
加
然
。

る
悪
徳
商
法
い

53-




